
農
民
一
揆
後
の
「
付
ケ
火
」
と
近
代
移
行
期
の
地
域
秩
序

熊
本
県
阿
蘇
郡
を
事
例
に

Aフ
村

直

樹

農民一揆後の「付ケ火」と近代移行期の地域秩序（今村）

は
　
じ
　
め
　
に

　
明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
の
二
月
下
旬
か
ら
三
月
初
旬
に
か
け
て
、
熊
本

県
阿
蘇
郡
で
は
大
規
模
な
農
民
一
揆
（
阿
蘇
一
揆
）
が
お
こ
っ
た
。
本
稿
で

は
、
阿
蘇
一
揆
の
終
息
直
後
の
地
域
社
会
の
状
況
と
と
も
に
、
そ
こ
で
横
行

し
た
「
付
ケ
火
」
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
一
揆
と
い
う
運
動

を
経
た
近
代
移
行
期
に
お
け
る
地
域
秩
序
の
農
期
過
程
を
、
地
域
住
民
の
動

向
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
。

　
本
稿
は
、
一
揆
後
の
地
域
社
会
の
あ
り
方
を
中
心
に
論
じ
る
。
そ
れ
は
、

一
揆
・
騒
動
な
ど
の
発
生
で
村
・
地
域
社
会
の
秩
序
は
転
倒
し
、
そ
の
構
成

員
た
ち
も
加
害
側
・
被
害
側
へ
と
分
裂
し
て
し
ま
う
が
、
一
揆
な
ど
の
民
衆

運
動
が
終
出
し
た
後
、
～
旦
破
た
ん
し
た
秩
序
は
ど
の
よ
う
に
回
復
・
再
編

さ
れ
て
い
く
の
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
非
日
常
か
ら
日
常
へ
の
復
帰
過
程
を

具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
い
、
と
い
う
問
題
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
観
点
は
、
一
揆
の
前
後
で
「
連
続
」
し
た
地
域
社
会
像
を
描
き
出
す

上
で
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
膨
大
な
蓄
積
を
有
す
る
人
民
闘

争
史
・
民
衆
運
動
史
研
究
、
あ
る
い
は
近
年
の
百
姓
一
揆
や
一
揆
型
の
運
動

後
を
扱
っ
た
研
究
で
も
、
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
例
え
ば
、
幕
末
農
村
社
会
の
「
豪
農
」
と
「
半
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
の
対
立

関
係
を
重
視
し
、
後
者
が
担
い
手
と
な
っ
た
世
直
し
騒
動
に
「
人
民
革
命
」

と
し
て
の
歴
史
的
意
義
を
見
出
し
た
、
～
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代

に
か
け
た
佐
々
木
潤
之
介
ら
の
「
世
直
し
状
況
煙
嵐
は
、
時
代
を
変
革
す
る

主
体
を
、
一
揆
・
騒
動
と
い
っ
た
運
動
の
担
い
手
に
求
め
る
階
級
闘
争
史
観

　
　
　
　
　
　
①

に
貫
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
か
か
る
史
観
に
立
脚
す
れ
ば
、
一
揆
な
ど
の

運
動
自
体
に
は
大
き
な
視
線
が
注
が
れ
る
も
の
の
、
そ
の
運
動
が
終
息
、
あ

る
い
は
「
敗
北
」
し
た
後
に
関
し
て
は
、
必
然
的
に
研
究
者
の
関
心
の
外
に
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追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
。
周
知
の
と
お
り
、
　
九
八
○
年
代
以
降
の
百
姓
一

揆
研
究
は
、
社
会
史
の
影
響
も
受
け
つ
つ
、
～
揆
を
支
え
る
正
統
性
の
観
念
、

一
揆
勢
の
い
で
た
ち
・
得
物
・
鳴
り
物
な
ど
へ
の
注
目
が
集
ま
り
、
入
王
闘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

争
史
か
ら
民
衆
運
動
史
研
究
へ
と
研
究
の
視
座
は
変
化
し
た
。
近
年
で
は
、

百
姓
】
揆
や
一
揆
型
の
運
動
後
に
論
及
し
た
研
究
成
果
も
、
い
く
つ
か
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
百
姓
一
揆
後
を
扱
っ
た
研
究
は
、
一
揆
後

の
地
域
社
会
に
お
け
る
義
民
顕
彰
や
、
自
由
民
権
運
動
と
義
民
と
の
関
係
論

　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
ど
に
偏
重
し
て
お
り
、
後
述
す
る
一
揆
型
の
運
動
後
に
関
し
て
も
未
だ
専

門
研
究
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
前
述
し
た
論
考
の
問
題
意
識
を
満
足
さ
せ
る

も
の
で
は
決
し
て
な
い
。

　
さ
て
、
本
稿
で
分
析
対
象
と
す
る
地
域
社
会
は
、
明
治
十
年
に
打
ち
こ
わ

し
を
と
も
な
う
農
民
一
揆
が
お
こ
っ
た
、
熊
本
県
阿
蘇
郡
の
阿
蘇
谷
地
域

（
と
く
に
坂
梨
町
・
宮
地
町
）
で
あ
る
。
能
…
本
県
で
は
同
年
の
二
～
三
月
に
、

西
南
戦
争
の
影
響
で
県
の
地
方
行
政
機
構
が
崩
壊
し
、
県
内
各
地
で
大
規
模

な
農
民
一
揆
が
発
生
し
た
。
阿
蘇
一
揆
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
水
野
公
寿

　
　
　
　
④

の
実
証
研
究
が
存
在
す
る
。
水
野
は
、
～
揆
後
の
阿
蘇
谷
地
域
で
の
不
安
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

な
社
会
状
況
（
放
火
の
多
発
）
に
も
ふ
れ
て
い
る
が
、
一
揆
後
の
社
会
状
況

に
関
す
る
本
格
的
な
検
討
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。

　
阿
蘇
一
揆
が
位
置
す
る
近
世
近
代
移
行
期
の
民
衆
運
動
に
関
し
て
は
、
安

丸
良
夫
に
よ
る
整
理
が
あ
る
。
安
丸
に
よ
る
と
、
慶
応
二
年
（
～
八
六
六
）

か
ら
明
治
十
年
ま
で
の
期
間
は
、
～
揆
・
打
ち
こ
わ
し
型
の
運
動
が
件
数
・

規
模
・
闘
争
形
態
で
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
が
、
明
治
政
府
の
厳
し
い
弾
圧
で
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

治
十
年
を
境
に
一
揆
型
の
運
動
は
不
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
。
一
揆
型
の
運

動
後
に
つ
い
て
考
察
し
た
専
門
研
究
は
み
ら
れ
な
い
が
、
関
連
し
た
研
究
に

は
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
大
石
嘉
一
郎
は
、
福
島
県
を
分
析
対
象
と
し
た
、
維
新
期
か
ら
明
治
地
方

自
治
制
ま
で
の
地
方
制
度
の
展
開
を
自
由
民
権
運
動
へ
の
対
応
を
軸
に
論
じ

た
研
究
で
、
維
新
期
の
世
直
し
一
揆
に
よ
っ
て
豪
農
層
の
土
地
集
積
が
否
定

さ
れ
、
彼
ら
は
自
治
的
村
落
の
指
導
者
と
し
て
「
改
宗
」
さ
れ
た
と
指
摘
す

⑦る
。
斎
藤
悦
正
は
、
慶
応
四
年
の
下
野
世
直
し
一
揆
の
終
息
過
程
で
、
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

寺
院
が
秩
序
回
復
に
果
た
し
た
役
割
を
指
摘
す
る
。
い
ず
れ
も
興
味
深
い
指

摘
だ
が
、
運
動
後
の
社
会
状
況
に
関
し
て
は
副
次
的
な
検
討
に
と
ど
ま
り
、

そ
こ
で
具
体
的
に
何
が
お
こ
っ
た
の
か
、
な
ぜ
｝
揆
後
に
豪
農
層
が
「
改

宗
扁
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

　
一
方
、
近
代
日
本
の
地
域
社
会
を
め
ぐ
る
従
来
の
研
究
で
は
、
豪
農
あ
る

い
は
地
方
名
望
家
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
に
、
大
き
な
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
き

た
。
「
地
域
公
共
の
利
益
」
へ
の
貢
献
に
よ
り
民
衆
の
合
意
を
得
て
い
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

地
方
名
望
家
の
支
配
を
論
じ
た
筒
井
正
夫
、
地
域
振
興
に
お
け
る
名
望
家
の

役
割
を
評
価
し
、
近
世
か
ら
近
代
へ
の
ス
ム
ー
ズ
な
移
行
の
側
面
に
光
を
あ

　
　
　
　
　
　
⑩

て
た
高
久
嶺
之
介
、
近
世
近
代
移
行
期
の
豪
農
の
性
格
を
類
型
化
し
、
そ
の
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農民一揆後の「付ケ火」と近代移行期の地域秩序（今村）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

一
部
に
名
望
家
と
し
て
の
要
素
を
見
出
し
た
渡
辺
尚
志
な
ど
で
あ
る
。
し
か

し
、
以
上
の
研
究
で
は
農
村
社
会
に
お
け
る
名
望
家
た
ち
の
分
析
に
重
点
を

お
い
た
結
果
、
彼
ら
が
な
ぜ
「
名
望
家
」
た
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
、
と

い
う
理
由
が
、
彼
ら
を
取
り
巻
く
地
域
住
民
の
動
向
を
ふ
ま
え
た
か
た
ち
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　
以
上
を
ふ
ま
え
、
本
稿
の
課
題
は
以
下
の
よ
う
に
設
定
し
た
い
。
第
～
に
、

阿
蘇
一
揆
の
終
息
直
後
に
お
け
る
地
域
社
会
の
状
況
と
、
そ
こ
で
多
発
し
た

火
災
、
と
り
わ
け
「
付
ケ
火
」
（
放
火
）
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
。
一
揆

で
打
ち
こ
わ
し
な
ど
の
被
害
に
遭
っ
た
戸
長
た
ち
や
富
裕
層
は
、
そ
の
直
後
、

い
か
な
る
行
動
を
と
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
水
野
が
指
摘
す
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

う
に
、
～
豊
後
の
阿
蘇
谷
地
域
で
は
「
付
ケ
火
」
が
多
発
し
て
い
た
。
近
世

近
代
移
行
期
の
放
火
行
為
が
有
す
る
歴
史
的
意
義
を
め
ぐ
っ
て
は
、
鶴
巻
孝

⑭
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
⑯

雄
や
牧
原
憲
夫
、
さ
ら
に
須
田
努
の
研
究
が
存
在
す
る
。
と
く
に
須
田
は
、

十
九
世
紀
に
登
場
し
た
「
逸
脱
的
実
践
行
為
」
と
し
て
の
放
火
と
、
そ
の
暴

力
性
に
注
目
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
「
付
ケ
火
」
と
い
う
行
為
が
、
一
揆
後
の
地
域
社

会
で
有
し
た
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
第
二
に
、
富
裕
層
の
み
な
ら
ず
、
地
域
住
民
諸
階
層
の
動
向
や
地
域
社
会

の
変
動
を
通
じ
て
生
成
さ
れ
る
、
近
代
移
行
期
の
地
域
秩
序
の
あ
り
方
に
注

目
す
る
。
奥
村
弘
は
、
近
世
身
分
制
の
解
体
を
経
て
、
地
域
住
民
の
地
域
社

会
全
体
に
対
す
る
責
務
の
平
等
性
が
前
提
と
な
り
、
有
産
者
が
負
担
を
よ
り

多
く
負
う
と
い
う
観
念
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
、
初
め
て
有
産
者
秩
序
が
機
能

　
　
　
　
　
⑰

す
る
と
論
じ
る
。
奥
村
の
議
論
は
、
有
産
者
秩
序
の
特
質
を
近
世
身
分
制
の

解
体
と
の
関
連
で
論
じ
た
点
で
説
得
的
だ
が
、
歴
史
事
象
の
理
論
的
な
説
明

に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
具
体
的
な
有
産
者
秩
序
の
生
成
過
程
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
有
産
者
秩
序
が
当
該
期
の
具
体
的
な
地
域
社
会

の
変
動
を
通
じ
て
、
機
能
か
つ
定
着
し
て
い
く
具
体
的
な
過
程
の
解
明
こ
そ

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
阿
蘇
一
揆
後
の
地
域
社
会
の
状
況
に
関
し
て
は
、
後
年

の
明
治
三
十
年
置
に
次
の
よ
う
な
回
顧
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

「（

ｾ
治
十
年
－
引
用
者
註
）
阿
蘇
郡
二
在
テ
ハ
地
方
暴
民
蜂
起
シ
、
乱
暴

狼
籍
ヲ
極
メ
タ
ル
要
撃
ニ
、
良
民
ハ
家
ヲ
棄
テ
・
東
西
二
報
韓
シ
、
非
常
ナ

ル
惨
状
ヲ
極
心
、
薫
製
痩
未
タ
癒
ヘ
ス
、
秩
序
尚
書
ク
立
タ
サ
ル
ニ
際
シ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

右
山
野
改
正
ノ
挙
ア
リ
タ
ル
ヲ
以
テ
（
明
治
十
三
年
－
割
注
）
」
と
難
ざ
れ

て
お
り
、
阿
蘇
一
揆
の
三
年
後
で
あ
る
明
治
十
三
年
目
｝
八
八
○
）
で
も
、

阿
蘇
郡
で
は
～
揆
の
「
傷
痩
」
が
癒
え
ず
、
「
秩
序
」
が
立
た
な
い
状
況
だ

っ
た
と
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
表
現
に
は
誇
張
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
が
、

一
揆
を
経
て
地
域
社
会
の
秩
序
が
混
乱
し
た
可
能
性
は
非
器
に
高
く
、
か
か

る
秩
序
が
回
復
・
再
編
さ
れ
て
い
く
具
体
的
な
過
程
を
、
本
稿
で
は
地
域
住

民
諸
階
層
の
動
向
に
注
目
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
①
佐
々
木
潤
之
介
闘
幕
末
社
会
論
㎞
（
塙
書
房
、
一
九
六
九
年
目
、
同
『
世
直
し
㎞
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（
岩
波
新
書
、
　
一
九
七
九
年
）
。

②
藪
田
貫
「
得
物
・
鳴
物
・
打
物
」
（
同
『
国
訴
と
百
姓
一
揆
の
研
究
㎞
校
倉
書

　
勢
、
一
九
九
二
年
。
初
出
は
一
九
八
二
年
）
、
斎
藤
洋
一
物
武
州
世
直
し
一
揆
の

　
い
で
た
ち
と
得
物
」
（
四
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
㎞
一
、
一
九
八
三
年
）
、
保
坂

　
智
『
百
姓
一
揆
と
そ
の
作
法
幅
（
吉
事
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
。

③
保
坂
智
『
百
姓
一
揆
と
義
民
の
概
究
蛭
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
、
林
進

　
一
郎
「
義
民
を
め
ぐ
る
地
域
社
会
の
相
克
漏
（
『
信
濃
輪
六
四
－
二
、
二
〇
一
二

　
年
）
、
金
井
隆
典
「
目
本
近
代
成
立
期
に
お
け
る
義
民
の
噸
発
見
蝕
と
四
王
体
蜘

　
の
形
成
」
（
㎎
人
鼠
の
歴
史
学
㎞
　
～
五
八
、
二
〇
〇
三
年
）
。

④
水
野
公
寿
編
㎎
西
南
戦
争
期
に
お
け
る
贋
首
～
揆
㎞
（
輩
書
房
、
一
九
七
八
年
。

　
以
下
、
「
水
野
書
A
」
と
略
記
V
、
同
『
西
南
戦
争
と
阿
蘇
㎞
（
一
の
宮
町
、
二
〇

　
〇
〇
年
、
以
下
、
「
水
野
書
B
」
と
略
記
）
。

⑤
水
野
書
B
；
天
⊥
四
一
ペ
ー
ジ
。

⑥
　
安
丸
良
夫
門
民
衆
運
動
に
お
け
る
『
近
代
睡
」
（
同
『
文
明
化
の
経
験
㎏
岩
波
書

　
店
、
二
〇
〇
七
年
。
初
出
は
一
九
八
九
年
）
。

⑦
大
石
嘉
一
郎
㎎
日
本
地
方
財
行
政
史
序
説
㎞
（
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
一
年
）
。

⑧
斎
藤
悦
正
「
下
野
世
直
し
に
お
け
る
民
衆
と
地
域
秩
序
」
（
阿
部
昭
・
長
谷
川

　
伸
三
編
『
明
治
維
新
期
の
民
衆
運
動
蜘
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
一
嵩
年
）
。

⑨
筒
井
正
夫
「
農
村
の
変
貌
と
名
望
家
扁
（
坂
野
潤
治
他
編
『
シ
リ
ー
ズ
日
本
近

　
現
代
史
二
　
資
本
主
義
と
「
自
由
主
義
」
臨
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
）
。

⑩
高
久
嶺
之
介
『
近
代
陰
本
の
地
域
社
会
と
名
望
家
協
（
柏
書
罵
、
一
九
九
七
年
V
。

⑪
　
渡
辺
尚
志
『
近
世
村
落
の
特
質
と
展
開
暁
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
八
年
）
、
同
編

　
㎎
近
代
移
行
期
の
名
望
家
と
地
域
・
国
家
睡
（
名
著
患
版
、
二
〇
〇
六
年
）
。

⑫
近
代
地
方
都
市
に
お
け
る
一
般
民
衆
の
「
不
穏
」
の
動
向
が
、
地
域
支
配
層
に

　
「
慈
善
」
と
い
う
対
応
を
不
可
避
に
さ
せ
た
と
い
う
大
川
啓
の
議
論
は
、
本
稿
の

　
問
題
意
識
と
重
な
り
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
（
同
「
近
代
日
本
に
お
け
る
『
慈

　
善
』
と
『
不
穏
』
」
四
歴
史
学
研
究
』
八
〇
四
、
二
〇
〇
五
年
）
。

⑬
水
野
書
B
＝
二
八
⊥
四
一
ぺ
…
ジ
。

⑭
鶴
巻
孝
雄
「
焼
カ
ル
・
モ
ノ
ハ
不
徳
ナ
ル
者
」
（
同
『
近
代
化
と
伝
統
的
民
衆

　
世
界
㎞
東
京
大
学
出
版
会
、
～
九
九
二
年
。
初
出
は
一
九
八
五
年
）
。

⑮
牧
原
憲
央
咽
客
分
と
国
民
の
あ
い
だ
隔
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
。

⑯
須
田
努
蟹
悪
党
」
の
　
九
世
紀
㎞
（
青
木
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
、
同
「
語
ら

　
れ
る
手
段
と
し
て
の
暴
力
扁
（
『
歴
史
学
研
究
』
八
〇
七
、
二
〇
〇
五
年
）
、
同

　
『
幕
宋
の
世
直
し
万
人
の
戦
争
状
態
幅
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
。

⑰
奥
村
弘
「
近
代
日
本
形
成
期
の
地
域
構
造
」
（
『
目
本
史
研
究
㎞
二
九
五
、
一
九

　
八
七
年
）
。

⑱
「
熊
本
県
阿
蘇
菊
池
両
郡
国
有
原
野
下
戻
追
申
書
」
（
財
団
糊
入
影
青
文
庫
所
蔵

　
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
寄
託
細
川
家
文
書
〔
以
下
、
「
永
青
文
庫
細
川
上
文
誉
扁

　
と
略
記
〕
、
草
稿
本
）
。
な
お
引
用
箇
所
は
、
地
租
改
正
時
に
強
制
的
に
富
有
地
化

　
さ
れ
た
阿
蘇
・
菊
池
両
郡
の
山
林
原
野
の
下
げ
戻
し
を
求
め
、
明
治
三
十
七
年
三

　
月
に
両
郡
の
町
村
長
が
連
名
で
農
商
務
大
臣
渚
浦
奎
吾
に
提
出
し
た
下
戻
追
申
書

　
の
一
節
で
あ
る
。

一
　
阿
蘇
～
揆
の
発
生

　
本
稿
で
分
析
対
象
と
す
る
能
…
本
県
阿
蘇
郡
は
、
地
理
的
に
九
州
の
中
心
骨

近
に
位
置
す
る
。
し
か
し
、
準
寒
冷
地
か
つ
火
山
灰
土
壌
の
た
め
、
明
治
十

年
当
時
の
米
の
反
当
収
量
は
、
熊
本
県
内
で
相
対
的
に
低
く
、
煙
草
・
菜

種
・
茶
な
ど
商
品
作
物
の
生
産
が
さ
か
ん
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
当
時
の

総
人
口
は
六
万
四
七
〇
九
人
、
総
戸
数
は
一
万
王
三
六
二
戸
で
あ
る
が
、
旧

熊
本
藩
の
金
納
郷
士
（
寸
志
・
在
御
家
人
）
制
度
の
影
響
に
よ
り
、
当
時
の

郡
内
に
は
数
多
く
の
士
族
層
（
無
禄
士
族
）
が
存
在
し
て
い
た
。
無
禄
士
族
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農民一揆後の附ケ火」と近代移行期の地域秩序（今村）

は
、
旧
金
納
郷
士
を
中
心
と
し
て
神
官
や
阿
蘇
大
宮
司
家
の
旧
家
来
な
ど
で

構
成
さ
れ
、
当
時
の
阿
蘇
郡
の
総
戸
数
の
う
ち
約
一
〇
％
（
＝
二
七
六
戸
）

　
　
　
　
　
①

を
占
め
て
い
た
。
本
稿
で
定
点
観
測
す
る
阿
蘇
谷
地
域
の
坂
梨
町
・
宮
地
町

（【

}
1
】
参
照
）
は
、
前
者
が
豊
後
街
道
の
宿
場
町
、
後
者
が
肥
後
国
一

の
宮
の
阿
蘇
神
社
の
門
前
町
と
し
て
、
近
世
期
に
大
き
な
発
展
を
み
せ
て
い

た
。
明
治
十
年
時
点
で
、
坂
梨
町
は
人
口
一
～
〇
二
人
・
戸
数
一
九
＝
戸
、

　　　【図1】　阿蘇郡の一揆関係地図（明治10年）

　　　　ノのヘサヘヨ

　／／　　＼＼　　函戸長瀞の所饒

1瞥覧奈、　㊥腱
　～、　　　。宮療　　、

　　＼曲・灘船諮分県
大分県1　　　　　　　　　　④　　　　　＼

　　　　、　　　　　　　波野＼

釜》ノノ②。ノ③⑥．＼〉

雑1興岬寧薯．、
　　ノー、　　坊中撫　脚＼
／k　①i嚇谷　　　＼＼
無・、　⑨矢㍉璽レ

　
　
＼
π

＼
　
野
尻
，
，
，
イ

＼

轡⑦

B
鱒
醤

宮
地
町
は
人
口
七
六
七
人
・
戸
数
一
七
＝
戸
で
あ
る
。
当
時
は
「
大
区
小
区

制
」
の
も
と
、
阿
蘇
郡
が
熊
本
県
の
第
十
一
大
鎧
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
阿
蘇

谷
地
域
は
～
・
二
・
三
島
区
に
あ
た
る
。
坂
梨
町
・
宮
地
町
は
三
小
区
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

つ
た
。
な
お
、
旧
熊
本
藩
時
代
の
両
町
は
、
阿
蘇
郡
坂
梨
手
永
に
属
し
た
。

　
本
稿
で
使
用
す
る
主
要
史
料
は
、
坂
梨
町
で
酒
造
業
を
営
ん
で
い
た
藤
井

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

家
（
新
俵
屋
）
の
日
記
（
通
称
、
門
藤
井
日
記
」
。
以
下
、
「
日
記
扁
と
略
）

　
　
　
　
　
　
で
あ
る
。
「
日
記
」
は
、
慶
応
二
年
か
ら
昭
和
初
年
の
分
ま

　
　
　
　
　
　
で
現
存
し
て
お
り
、
本
稿
で
扱
う
明
治
前
期
は
藤
井
～
作
が

高森

鶉
。
谷
！

A　
，

患v一くxNN一

b．ンノ’ソ慰

上益城郡
N．　／＼國r　寓

ノ毫見原1

し・・，．．）　県

　レ
＊水野公寿栖南戦争と阿蘇』75ページより転載。

記
述
し
て
い
る
。
彼
の
父
親
で
あ
る
平
作
は
、
手
永
の
幹
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

役
人
で
あ
る
山
支
配
役
を
勤
め
た
人
物
で
あ
る
。
～
作
自
身

も
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
阿
蘇
郡
内
牧
手
永
の
唐

物
抜
荷
三
方
な
ど
を
、
ま
た
彼
の
弟
で
あ
る
規
平
も
、
明
治

初
年
に
坂
梨
手
具
の
農
業
急
伸
を
務
め
て
お
り
、
旧
熊
本
藩

晴
代
、
親
子
は
そ
ろ
っ
て
地
方
役
人
を
務
め
、
金
納
郷
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

（
在
御
家
人
）
と
し
て
の
格
を
有
し
て
い
た
。
宝
暦
期
以
降

の
熊
本
藩
で
は
、
藩
へ
の
献
金
（
寸
志
）
や
、
地
方
役
人
と

し
て
の
職
務
出
精
な
ど
対
す
る
褒
賞
と
し
て
、
百
姓
・
町
人

に
苗
字
帯
刀
な
ど
諸
種
の
身
分
的
特
権
・
格
式
を
与
え
る
金

納
郷
士
制
度
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
藤
井
家
も
献
金
に
よ
っ

て
金
納
郷
士
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
規
平
は
、
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養
子
と
し
て
藤
井
本
家
（
本
宅
）
の
俵
屋
を
継
ぎ
、
維
新
後
は
民
会
議
員
・

学
務
委
員
・
戸
長
な
ど
を
歴
任
す
る
な
ど
、
明
治
前
期
の
地
域
政
治
を
リ
ー

ド
し
た
存
在
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
「
日
記
」
の
明
治
十
年
三
月
一
日
条
に
は
、
阿
蘇
谷
地
域
に
お
け

る
農
民
一
揆
の
発
生
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
未
明
人
σ
一
ノ
小
隅
・
ニ
ノ
小
回
百
姓
申
合
、
冨
家
井
役
人
至
当
打
崩
シ

　
　
由
来
ル
、
大
騒
動
、
朝
飯
比
ヨ
リ
当
区
も
加
ル

　
阿
蘇
谷
地
域
で
の
農
民
一
揆
は
、
二
月
二
十
八
日
夕
方
の
内
牧
町
（
第
十

一
大
十
二
小
区
）
に
お
け
る
打
ち
こ
わ
し
を
起
点
に
、
そ
れ
が
一
三
区
・
三

斜
区
へ
と
波
及
す
る
か
た
ち
で
広
が
っ
て
い
っ
た
。
坂
梨
町
で
打
ち
こ
わ
し

が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、
三
月
一
日
早
朝
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
水
野
公
寿
の
研
究
に
よ
る
と
、
阿
蘇
一
揆
に
は
阿
蘇
郡
全
体
で
九
〇
〇
〇

人
弱
が
参
加
し
、
戸
長
・
用
掛
な
ど
役
人
層
に
対
し
て
は
学
校
寄
付
金
や
民

費
の
税
収
を
め
ぐ
る
不
正
疑
惑
の
追
及
、
旧
熊
本
藩
時
代
の
手
永
財
政
に
由

　
　
　
　
　
⑦

来
す
る
郷
音
金
な
ど
の
下
げ
戻
し
な
ど
、
冨
裕
層
に
対
し
て
は
借
金
証
文
や

質
地
証
文
の
破
葉
を
要
求
す
る
、
集
団
交
渉
が
そ
れ
ぞ
れ
展
開
さ
れ
た
。
阿

蘇
谷
地
域
で
も
一
二
三
〇
〇
人
爵
が
参
加
し
、
家
屋
へ
の
激
し
い
打
ち
こ
わ
し

を
と
も
な
い
つ
つ
、
集
団
交
渉
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
な
お
、
一
揆
後
に
熊
本

県
か
ら
打
ち
こ
わ
し
被
害
の
認
定
を
受
け
た
阿
蘇
谷
の
役
人
・
富
裕
層
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

物
五
八
人
の
う
ち
、
三
六
人
が
旧
金
納
郷
士
で
あ
っ
た
（
約
六
二
％
）
。
藤

井
一
作
・
規
平
兄
弟
は
、
両
人
と
も
に
被
害
認
定
者
の
五
八
人
に
は
含
ま
れ

ず
、
打
ち
こ
わ
し
被
害
に
は
あ
わ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
～
揆
勢
の
構

成
は
、
旧
金
納
郷
士
の
一
部
を
含
む
中
下
層
民
が
指
導
層
と
な
り
、
村
方
の

小
作
貧
農
や
町
方
の
評
注
職
人
層
な
ど
の
下
層
民
が
多
く
を
占
め
た
と
さ
れ

る
。　

阿
蘇
一
揆
が
お
こ
っ
た
二
月
末
は
、
同
月
半
ば
に
鹿
児
島
で
挙
兵
し
た
私

学
校
を
中
心
と
す
る
薩
摩
軍
が
、
熊
本
県
内
各
地
で
宮
軍
と
本
格
的
な
戦
闘

を
開
始
し
、
阿
蘇
郡
に
も
進
出
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
阿

蘇
郡
で
の
西
南
戦
争
と
阿
蘇
～
揆
と
は
時
期
的
に
重
な
っ
て
お
り
、
水
野
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

こ
の
点
に
阿
蘇
　
揆
の
特
殊
性
を
見
出
し
て
い
る
。
一
方
、
一
揆
勢
の
行
動

自
体
に
注
磨
し
て
み
る
と
、
「
役
人
退
治
万
民
之
為
」
と
い
う
文
言
な
ど
、

戸
長
以
下
の
役
人
層
へ
の
強
い
反
官
意
識
が
看
取
で
き
、
小
学
校
を
破
壊
し

よ
う
と
し
た
動
き
も
確
認
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
役
人
の
殺
害
は
お
こ
な
わ
れ

　
　
　
⑩

て
い
な
い
）
。
宮
権
力
へ
の
嫌
悪
感
の
表
明
は
、
当
該
期
の
新
政
反
対
一
揆

　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
類
似
し
て
い
よ
う
。
熊
本
県
で
は
、
明
治
七
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
学
校

費
な
ど
を
筆
鎖
に
民
意
が
大
き
く
増
加
し
、
地
域
住
民
の
不
満
は
、
行
政
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

末
端
で
徴
税
業
務
を
担
う
戸
長
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
阿
蘇
一
揆
は
、
官
権

力
へ
の
強
い
不
満
を
根
底
に
も
ち
つ
つ
、
西
南
戦
争
の
影
響
に
よ
る
県
の
地

方
行
政
機
構
の
崩
壊
を
直
接
的
な
契
機
と
し
て
発
生
し
た
。

　
さ
て
、
激
し
い
打
ち
こ
わ
し
が
行
わ
れ
た
阿
蘇
谷
地
域
で
は
、
～
揆
の
発
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生
直
後
か
ら
、
打
ち
こ
わ
し
の
被
害
に
あ
っ
た
、
も
し
く
は
そ
の
対
象
と
な

る
可
能
性
を
も
つ
役
人
や
富
裕
層
ら
が
、
家
族
を
引
き
連
れ
て
、
小
国
郷

（
第
十
一
大
区
四
・
五
小
臣
）
な
ど
周
辺
地
域
へ
と
避
難
し
た
。
門
日
記
扁

の
三
月
二
日
条
に
よ
れ
ば
、
藤
井
一
作
の
父
母
も
泉
水
（
大
分
県
玖
珠
郡
）

ま
で
避
難
し
て
い
る
。
阿
蘇
一
揆
は
、
薩
摩
軍
の
追
討
の
た
め
に
派
遣
さ
れ

た
官
軍
（
豊
後
口
警
視
隊
）
が
、
三
月
上
旬
に
大
分
県
か
ら
阿
蘇
郡
へ
と
進

出
し
た
こ
と
も
あ
り
、
同
月
中
旬
ご
ろ
ま
で
に
鎮
静
化
し
た
。
し
か
し
、
次

の
熊
本
県
の
探
偵
報
告
書
を
み
る
と
、
｝
揆
の
鎮
静
か
ら
～
か
月
が
経
過
し

た
時
期
で
も
な
お
、
同
地
で
は
役
人
や
富
裕
層
ら
が
不
安
定
な
状
況
下
に
お

か
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
略
）

　
　
～
、
暴
民
ノ
儀
、
～
・
二
・
三
磁
区
明
家
等
ヲ
捜
シ
、
未
ダ
煩
敷
有
之
。

　
　
　
　
其
他
先
平
穏
。

　
　
一
、
内
牧
・
坂
梨
ヲ
昇
降
、
一
・
二
・
三
小
区
内
士
族
及
豪
富
ノ
面
々

　
　
　
　
ハ
、
四
・
五
小
区
内
村
町
所
々
へ
遁
逃
潜
伏
致
候
。

　
　
聖
者
阿
蘇
郡
内
探
偵
之
趣
、
前
記
ノ
通
二
付
、
任
便
宜
此
段
上
申
候
也
。

　
　
　
　
明
治
十
年
四
月
十
三
日
午
前
十
時
　
　
　
　
上
妻
　
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
田
申
七
等
属
（
印
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
　
熊
本
県
高
瀬
仮
庁
御
中

　
四
月
中
旬
の
阿
蘇
谷
地
域
（
一
・
二
・
三
下
区
）
で
は
、
「
富
民
」
（
｝
揆

参
加
者
か
）
が
富
裕
層
ら
の
「
明
家
漏
な
ど
を
探
し
、
い
ま
だ
に
厄
介
な
状

況
で
あ
る
こ
と
、
一
揆
を
受
け
て
小
国
郷
（
四
・
五
小
区
）
に
逃
亡
し
た
同

地
の
富
裕
層
ら
が
、
な
お
「
潜
伏
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
一
揆
の
鎮
静
後
も
、
地
域
社
会
は
依
然
不
安
定
な
状
況
に
あ
っ
た
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
阿
蘇
一
揆
の
鎮
静
化
に
は
、
王
氏
上
旬
以
降
の
豊
後

口
警
視
隊
に
よ
る
阿
蘇
郡
へ
の
進
出
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
。
そ
の
後
、

阿
蘇
郡
内
の
各
地
で
は
旧
金
納
郷
士
を
中
心
と
し
た
役
人
や
富
裕
層
に
よ
っ

て
、
探
偵
や
物
資
の
補
給
な
ど
で
警
視
隊
の
後
方
支
援
を
お
こ
な
う
有
志
隊

が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
有
志
隊
と
は
、
小
國
有
志
隊
が
そ
の
心
得
書
で
、

「
朝
廷
に
奉
ず
る
の
志
あ
る
者
を
募
り
、
東
京
警
視
局
の
命
令
を
蒙
り
、
所

柄
人
民
を
保
護
し
、
強
盗
・
推
譲
・
附
火
等
の
難
無
之
様
と
の
趣
意
」
に
基

　
　
　
⑭

つ
く
も
の
、
と
述
べ
た
よ
う
に
、
警
視
隊
の
指
示
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
側

灘
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
地
域
の
有
力
考
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
有
志

隊
は
、
明
確
な
指
揮
系
統
と
厳
格
な
規
約
な
ど
を
備
え
た
、
あ
く
ま
で
自
律

　
　
　
　
　
　
　
⑮

的
な
組
織
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
強
盗
・
推
借
・
附
品
等
の
難
無
之
様
」

と
い
う
心
得
書
の
文
言
が
示
す
よ
う
に
、
一
揆
後
も
な
お
不
安
定
な
状
況
が

続
く
地
域
社
会
の
秩
序
を
、
「
有
志
」
自
身
の
手
で
回
復
し
よ
う
と
す
る
意

図
を
も
っ
て
い
た
。
阿
蘇
一
揆
と
の
関
連
で
述
べ
る
と
有
志
隊
と
は
、
鎮
静

後
も
な
お
警
戒
を
要
す
る
と
み
た
一
揆
参
加
者
に
対
す
る
、
「
有
志
し
ら
に

と
っ
て
の
「
自
衛
組
織
」
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
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①
　
「
無
禄
士
族
名
簿
　
明
治
拾
年
」
（
県
政
資
料
八
－
九
七
、
熊
本
県
立
図
書
館
所

　
蔵
）
。

②
手
永
は
、
平
均
三
〇
－
四
〇
か
村
で
構
成
さ
れ
、
近
世
中
後
期
に
は
独
自
の
役

　
所
（
手
永
会
所
）
と
財
政
（
会
所
官
銭
な
ど
）
を
も
ち
、
惣
庄
屋
を
は
じ
め
と
す

　
る
百
姓
層
出
身
の
常
勤
役
人
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
地
域
行
政
機
構
で
あ
る
。

　
詳
細
は
、
吉
村
豊
雄
・
三
澤
純
・
稲
葉
継
陽
編
『
熊
本
藩
の
地
域
社
会
と
行
政
㎞

　
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

③
陽
蘇
市
教
育
委
員
会
所
蔵
。

④
　
「
慶
応
三
年
　
町
在
」
（
永
青
文
庫
細
川
家
文
書
、
目
録
番
号
一
〇
－
三
－
四
）
。

⑤
「
慶
応
工
丁
卯
歳
日
記
藤
井
」
（
阿
蘇
市
教
育
委
員
会
所
蔵
）
、
吉
村
畿
雄

　
『
藩
制
下
の
村
と
一
町
』
（
～
の
宮
町
、
二
〇
〇
一
年
）
一
一
六
ペ
ー
ジ
。

⑥
水
野
書
A
・
B
。

⑦
郷
備
金
に
つ
い
て
は
後
述
。
農
民
一
揆
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
拙
稿
「
近

　
代
移
行
期
の
地
域
資
産
を
め
ぐ
る
官
と
民
」
（
欄
史
林
』
九
一
－
六
、
二
〇
〇
八

　
年
）
を
参
照
。

⑧
拙
稿
「
農
民
一
揆
と
地
方
民
会
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
～
二
、
二
〇
〇
八
年
）

　
九
三
一
九
四
ペ
ー
ジ
。

⑨
水
野
書
B
～
四
ペ
ー
ジ
。

⑩
同
右
八
四
－
九
二
、
一
〇
〇
⊥
〇
ニ
ペ
ー
ジ
。

⑪
深
谷
克
己
「
世
直
し
一
揆
と
新
政
反
対
～
揆
」
（
安
丸
良
夫
・
深
谷
校
注
『
民

　
衆
運
動
　
日
本
近
代
思
想
大
系
二
憂
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）
。

⑫
　
三
澤
純
「
維
新
変
革
と
村
落
民
衆
」
（
渡
辺
尚
志
編
『
薪
し
い
近
世
史
四
　
村

　
落
の
変
容
と
地
域
社
会
㎞
新
人
物
往
来
社
、
一
九
九
六
年
）
三
五
九
－
六
一
ペ
ー

　
ジ
。

⑬
「
事
変
西
南
之
役
・
戦
地
探
偵
書
二
（
熊
本
女
子
大
学
郷
土
文
化
研
究
所
編

　
㎎
西
南
役
と
熊
本
㎞
〔
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
〕
一
九
五
ペ
ー
ジ
）
。

⑭
禿
迷
盧
『
続
小
国
旧
史
㎞
（
河
津
泰
雄
、
一
九
六
五
年
）
二
八
三
ペ
ー
ジ
。

⑮
岡
右
噸
続
小
国
郷
史
』
二
八
二
上
天
六
ペ
ー
ジ
。

二
　
火
災
の
多
発
と
混
迷
す
る
地
域
社
会

　
熊
本
県
内
の
大
半
が
官
軍
と
薩
摩
軍
と
の
戦
闘
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
て
、

県
内
各
地
の
地
方
行
政
機
構
も
回
復
し
つ
つ
あ
っ
た
五
月
十
五
日
、
阿
蘇
郡

に
お
け
る
県
の
出
先
機
関
で
あ
る
内
牧
出
張
所
は
、
県
に
宛
て
た
上
申
書
で

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
当
十
一
大
区
ノ
儀
、
過
般
戦
争
、
及
党
民
暴
行
、
正
副
戸
長
以
下
用
掛

　
　
等
ノ
家
屋
破
毅
セ
ラ
レ
、
住
居
難
網
成
、
或
ハ
恐
催
ノ
モ
ノ
モ
有
之
、

　
　
依
テ
心
得
方
一
変
シ
、
入
区
三
唱
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
辞
職
申
立
候
者
多
ク
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
差
向
事
務
難
被
行
…

　
～
揆
に
よ
る
打
ち
こ
わ
し
な
ど
で
、
戸
長
以
下
の
役
人
ら
は
家
屋
を
破
壊

さ
れ
た
ほ
か
、
精
神
的
な
シ
ョ
ッ
ク
も
受
け
た
も
の
も
い
た
。
そ
し
て
周
辺

地
域
に
避
難
し
た
彼
ら
の
な
か
に
は
、
一
揆
の
鎮
静
か
ら
二
か
月
が
経
過
し

た
五
月
中
旬
の
時
点
で
も
帰
宅
で
き
ず
、
退
職
を
希
望
す
る
者
も
続
出
し
て

お
り
、
地
域
行
政
の
大
き
な
停
滞
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
上
申

書
で
は
、
前
の
引
用
箇
所
に
続
い
て
「
賊
（
薩
摩
軍
－
引
用
者
註
）
二
党
与

ノ
者
共
、
概
略
捕
縛
、
続
テ
昨
今
暴
毘
巨
魁
蘭
額
だ
叶
髪
二
着
手
ノ
積
有
之
」

と
あ
り
、
こ
れ
か
ら
警
察
と
と
も
に
一
揆
参
加
者
の
逮
捕
に
着
手
す
る
と
い

う
、
出
張
所
の
意
思
が
示
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
阿
蘇
郡
で
一
揆
参
加
者
の
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逮
捕
が
開
始
さ
れ
た
の
は
、
五
月
工
十
七
日
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
二
日
後
の
「
日
記
」
五
月
二
十
九
日
条
に
は
、
「
夜
半
、

本
宅
借
宅
ヨ
リ
火
起
り
、
其
新
宅
焼
失
し
と
記
さ
れ
て
い
る
。
本
宅
（
俵

屋
）
た
る
藤
井
規
平
家
の
借
家
で
の
火
災
の
発
生
で
あ
る
。
結
論
か
ら
述
べ

る
と
、
こ
れ
は
そ
の
後
一
年
以
上
に
お
よ
ぶ
、
不
可
解
な
火
災
の
多
発
の
は

じ
ま
り
で
あ
っ
た
。
欝
欝
1
】
は
、
明
治
十
・
十
～
年
分
の
「
日
記
し
で
確

認
さ
れ
る
、
火
災
関
連
記
事
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、

明
治
十
年
の
五
月
二
十
九
日
か
ら
翌
十
一
年
の
六
月
ま
で
、
坂
梨
町
や
宮
地

町
を
中
心
と
す
る
陽
蘇
谷
地
域
で
、
火
災
が
断
続
的
に
発
生
し
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　
な
か
で
も
、
注
目
さ
れ
る
の
は
門
付
ケ
火
」
（
放
火
）
の
存
在
で
あ
る
。

「
日
記
し
の
明
治
十
年
六
月
九
日
条
に
は
、
「
夜
五
ツ
時
分
本
宅
萱
ぐ
ら
呑

火
起
、
柳
作
厩
類
焼
、
今
タ
ニ
而
四
度
之
出
火
、
い
つ
方
も
付
ケ
瓦
之
由
、

市
中
不
穏
候
也
」
と
あ
り
、
本
宅
な
ど
へ
の
「
付
ケ
火
」
が
横
行
し
て
、
地

域
社
会
が
「
不
穏
」
に
な
っ
て
い
く
様
相
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
火
災
の
発
生
に
対
し
て
、
地
域
社
会
が
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
た

訳
で
は
な
い
。
「
日
記
」
の
七
月
五
日
条
に
は
「
隠
居
連
六
人
見
廻
二
来
ル
」

と
あ
り
、
旧
金
納
郷
士
と
推
測
さ
れ
る
六
人
の
「
隠
居
連
」
が
、
防
火
の
た

め
に
坂
梨
町
を
見
廻
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
【
表
1
】
を
み

る
と
、
そ
の
後
も
八
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
、
断
続
的
に
火
災
が
発
生
し

て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
十
月
下
旬
と
十
一
月
初
旬
に
は
二
日
連
続
で

火
災
が
お
こ
っ
て
い
る
が
、
折
し
も
当
時
の
新
聞
に
は
、
阿
蘇
郡
宮
地
周
辺

で
は
九
月
か
ら
門
出
火
“
が
多
い
た
め
、
「
村
々
に
て
ハ
見
張
番
を
置
き
、

夜
廻
を
厳
重
に
し
て
夜
分
ハ
通
行
の
入
も
村
送
り
」
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
十
一
月
一
日
か
ら
十
一
日
に
か
け
て
六
度
も
「
出
火
扁
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

あ
っ
た
、
と
い
う
談
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
厳
重
な
夜
廻
り
な
ど
の
対
策

が
お
こ
な
わ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
火
災
は
あ
と
を
絶
た
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
実
は
、
内
牧
町
に
設
け
ら
れ
て
い
た
熊
本
裁
判
所
内
牧
出
張
所
に
お

い
て
、
阿
蘇
一
揆
参
加
者
に
対
す
る
判
決
が
下
さ
れ
た
の
が
十
月
二
十
九
B
、

　
　
　
　
　
　
③

三
十
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
十
月
末
を
前
後
し
た
火
災
の
集
中
は
、
水
野
公
寿

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
裁
判
の
判
決
内
容
に
不
満
を
も
つ
人
物
に
よ
る
放
火

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
あ
っ
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。

　
さ
て
、
前
述
し
た
と
お
り
、
阿
蘇
一
揆
直
後
の
「
放
火
多
発
」
の
事
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

つ
い
て
、
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
水
野
公
寿
で
あ
る
。
同
氏
の
指
摘
は
明
治

十
年
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
【
表
1
】
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
日
記
」
で

火
災
関
連
記
事
が
最
も
多
く
み
ら
れ
、
か
つ
そ
の
多
く
が
「
付
ケ
火
」
と
特

定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
明
治
十
一
年
で
あ
る
。
以
下
、
「
日
記
」
の
同
年
の

火
災
に
つ
い
て
具
体
的
に
み
て
い
こ
う
。

　
同
年
三
月
、
坂
梨
町
で
は
藤
井
規
平
た
ち
有
志
の
共
同
出
資
に
も
と
づ
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

新
た
な
小
学
校
で
あ
る
公
立
隆
成
学
校
が
建
設
さ
れ
た
。
同
町
で
は
、
明
治
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関連記述（明治10～11年）

イ蒲　　考 水野書（注）の論及

本　宅 ○

○

○

「今タニ而四度の出火いつ方も付ケ火之由，市中不穏候也」 ○

○

○

旧暦7月15日・丁丁盆

○

旧暦8月15日

○

○

○

○

本宅・「再度焼失」

本　宅

本宅・「再出火」

本　宅

「学校脚付ケ火」

「双方共二付ケ火之由」

「當小学校二おいて試験」の目

本　宅

付ケ火の犯人（新吉）逮捕

9月21日）のみ。
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農民一揆後の「付ケ火」と近代移行期の地域秩序（今村）

【表1】　「藤井日記」火事

年　月　日 火事 天候 火事の場所　　　　　i本宅 付ケ火

明治10年5月29日 ○ 曇 本宅借宅・薪宅焼失　　　　　　i　O

6月5日 ○ 半晴 嶋躍・類焼7軒　　　　1

7日 ○ 晴 埆石突馬屋噸焼17軒　i
9日 ○ 雨 本宅萱ぐら・柳作厩類焼　　　　i ○

14日 ○ 晴 中町24軒焼亡　　　　　　　　　i

8月16日 ○ 晴 中町融　　　　　　　i
23日 ○ 晴 石田多晶晶　　　　　　　　i

25日 ○ 曇 下町徳七宅焼失　　　　　　　i

9月21日 ○ 晴 藤新太郎宅　　　　　　i

10月8日 ○ 晴 福原・寵3軒焼失　　　　　　　i

21日 ○ 晴 馬場村・竈8軒焼失　　　　　　i

22日 ○ 曇 宮地陣ノ町　　　　　　　　i

ll月8日 ○ 晴 長崎麗厩焼失　　　　　　　　　1

9日 ○ 曇 辻家入宅焼亡　　　　　i

明治11年1月11日 ○ 晴 本宅御新屋再度焼失　　　　　　i　O

1月17日 ○ 不明 「本宅」「出火」の記述有り　　i　O

3月11日 ○ 晴 内牧小野田村　　　　　　　　　i

3月12日 ○ 晴 内牧山田湯浅列出火焼失　　　　i

3月14日 ○ 晴 坊中火事　　　　　　　　　i

3月15日 ○ 晴 福原備3轍亡　　　　i
3月25日 ○ 曇 本宅借屋初一列再出火　　　　　i　O

3月27日 O 晴 本宅　　　　　　　　　　iO ○

4月1日 ○ 曇 福岡市原理平太・竈2軒焼亡　　i

2日 ○ 小雨 油や庄平厩　　　　　　　　i ○

8日 ○ 雨 細常熊宅厩・3軒焼亡転校i ○

19日 ○ 小雨 福原浄郎厩　　　　　i ○

23日 ○ 晴 福原三宅・古閑村　　　　　　　i ○

24日 ○ 晴 下札　　　　　　　i ○

26日 ○ 曇 古閑村　　　　　　　　　　i

27日 ○ 曇 本宅旧場　　　　　　iO ○

30日 ○ 曇 宮地　　　　　　　i
6月6日 ○ 曇 平作おたつ井お□う借屋焼失　　i ○

10日 ○ 曇 桑木儀一宅焼失　　　　　　　i ○

ユ2日 ○ 美晴 浄信穿　　　　　　　　　　i ○

＊「明治十年丁丑日録　藤井」r明治十一一年戊寅日録　藤弁」（阿蘇市教育委員会所蔵）により作成。

＊明治10年5月1日以前には火山の記述は見られず。明治11年6月13日以降の火事の記述は2件（8月21日・

注：水野公好『西南戦争と阿蘇』140－141ページ。
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六
年
六
月
に
公
立
坂
梨
小
学
校
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
農
民
一
揆
の
発
生

で
学
校
教
育
は
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

隆
成
学
校
の
建
設
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
「
日
記
」
に
お
け
る
火
災
関
連
記

事
が
、
き
わ
め
て
頻
繁
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
【
表
1
】

に
よ
る
と
、
三
月
は
六
件
、
四
月
は
九
件
の
火
災
発
生
が
確
認
で
き
る
。
加

え
て
、
三
月
二
十
七
日
以
降
の
火
災
の
ほ
と
ん
ど
は
、
明
確
に
「
付
ケ
火
」

だ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
四
月
八
日
に
は
学
校
自
体
に
放
火
が
な
さ
れ
、
四

月
二
十
四
日
の
小
学
校
で
の
試
験
当
日
に
も
、
坂
梨
町
の
近
郊
で
火
災
が
発

生
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
阿
蘇
郡
に
お
け
る
火
災
の
異
常
な
多
発
に
つ
い

て
は
、
「
其
区
内
（
第
十
一
大
区
内
－
引
用
者
註
）
、
近
来
頻
々
火
災
有
之
」

と
し
て
、
火
災
の
原
因
は
不
明
な
が
ら
も
、
門
火
元
ノ
取
締
方
一
層
注
意
、

且
予
防
等
之
義
村
市
申
合
セ
、
方
法
施
設
無
様
説
諭
」
す
べ
し
と
達
し
た
、

第
十
一
大
区
の
区
戸
長
あ
て
の
県
権
令
に
よ
る
三
月
二
十
一
日
付
布
達
か
ら

　
　
　
　
　
　
⑦

も
裏
付
け
ら
れ
る
。

　
　
県
下
第
十
一
大
弓
阿
蘇
郡
坂
梨
町
ハ
戸
数
凡
百
余
戸
あ
り
。
昨
年
五
月

　
　
以
来
屡
々
出
火
に
て
残
り
少
な
に
焼
失
せ
し
故
、
其
困
窮
云
ふ
迄
も
な

　
　
く
、
家
毎
に
不
寝
番
し
て
居
る
程
な
る
が
、
い
ま
だ
何
も
の
・
所
作
と

　
　
も
知
れ
ず
…
…

　
こ
の
史
料
は
、
「
熊
本
新
聞
」
四
月
二
十
八
日
号
の
記
事
で
あ
る
。
前
年

五
月
以
来
の
火
災
の
頻
発
で
、
坂
梨
町
で
は
一
〇
〇
余
あ
っ
た
戸
数
の
う
ち
、

残
り
が
少
な
い
く
ら
い
に
焼
失
し
、
困
窮
を
き
わ
め
て
い
る
と
い
う
。
も
ち

ろ
ん
、
「
残
り
愚
な
に
焼
失
」
と
い
っ
た
表
現
に
は
、
記
者
に
よ
る
誇
張
の

可
能
性
も
あ
ろ
う
が
、
前
年
か
ら
坂
梨
町
が
お
か
れ
て
い
た
「
不
穏
」
な
状

況
を
看
取
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

　
こ
う
し
た
火
災
の
多
発
が
、
「
日
記
」
で
終
息
を
み
せ
る
の
は
、
六
月
中

旬
の
こ
と
で
あ
る
。
「
日
記
」
六
月
十
二
日
条
に
は
、
「
今
夕
新
吉
三
二
寺
へ

付
ケ
意
い
た
し
居
を
被
見
出
、
学
校
近
辺
二
而
蟻
田
善
平
6
被
差
餐
、
於
毛

利
宅
付
火
白
状
い
た
し
候
由
二
而
、
翌
日
内
牧
之
迄
差
送
二
成
ル
、
其
後
市

得
心
二
叢
書
也
」
と
あ
り
、
坂
梨
町
の
浄
行
嵜
に
放
火
し
た
門
新
吉
」
が
捕

縛
さ
れ
、
翌
十
三
日
に
警
察
署
が
あ
っ
た
内
牧
町
に
送
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
新
吉
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
「
日
記
」
に
お
け
る
無
苗
字
の
人
名
表
記

な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
日
記
の
作
者
（
藤
井
一
作
）
の
顔
見
知
り
の
人
物
、

あ
る
い
は
、
同
じ
地
域
に
お
け
る
富
裕
層
の
小
作
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定

さ
れ
る
。

　
こ
の
薪
吉
の
捕
縛
後
、
「
日
記
」
に
は
「
布
在
共
二
静
謹
漏
に
な
っ
た
と

記
さ
れ
て
お
り
、
火
災
関
連
記
事
は
み
ら
れ
な
く
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

明
治
十
年
か
ら
十
一
年
に
か
け
た
阿
蘇
谷
地
域
に
お
け
る
全
て
の
「
付
ケ

火
」
が
、
新
吉
に
よ
る
単
独
犯
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
で
次
章

で
は
、
一
揆
後
の
阿
蘇
郡
に
お
け
る
火
災
の
性
格
に
つ
い
て
、
よ
り
踏
み
込

ん
だ
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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農民一揆後の「付ケ火」と近代移行期の地域秩序（今村）

①
「
事
変
西
南
之
役
・
要
書
綴
五
」
（
繭
糸
『
西
南
の
役
と
熊
本
』
一
九
六
ぺ
…

　
ジ
）
。

②
「
熊
本
新
聞
」
明
治
十
年
十
一
月
十
六
日
号
。

③
阿
蘇
一
揆
で
、
一
揆
参
加
者
と
し
て
裁
か
れ
た
八
入
八
六
入
の
内
訳
は
、
兇
徒

　
聚
衆
犯
一
一
九
名
（
全
体
比
で
○
・
三
％
）
、
放
火
犯
五
人
（
○
↓
％
）
、
破
殿
潜
屋

　
犯
～
七
四
三
人
（
一
九
・
六
％
）
、
附
和
随
行
犯
七
一
〇
九
人
（
八
○
％
）
で
あ
っ

　
た
（
水
野
書
A
工
七
四
ペ
ー
ジ
）
。
十
月
二
十
九
臼
に
兇
徒
上
衆
・
放
火
犯
、
翌

　
三
十
騒
に
破
談
樽
屋
・
附
和
随
行
犯
へ
判
決
が
下
さ
れ
た
。

④
水
野
轡
B
｝
四
｝
ペ
ー
ジ
。

⑤
同
右
＝
二
八
⊥
四
一
ぺ
…
ジ
。

⑥
坂
梨
校
同
窓
会
編
噸
坂
梨
校
百
年
誌
㎞
2
九
七
四
年
）
二
六
⊥
二
〇
ペ
ー
ジ
。

⑦
「
明
治
十
一
年
能
…
本
県
達
区
戸
長
」
（
県
政
資
料
ご
丁
二
－
＝
一
、
熊
本

　
県
立
図
書
館
所
蔵
）
。
水
野
公
寿
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

三
　
【
三
三
の
「
付
ケ
火
」
の
性
格

　
本
章
で
は
、
阿
蘇
一
揆
の
後
に
頻
発
し
た
火
災
（
「
付
ケ
火
」
V
の
性
格
に

つ
い
て
、
「
日
記
」
な
ど
の
記
述
を
も
と
に
詳
し
く
検
討
し
、
そ
の
上
で
、

近
世
近
代
移
行
期
に
お
け
る
放
火
行
為
の
歴
史
的
意
義
を
論
じ
た
先
行
研
究

と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。

　
明
治
十
・
十
一
年
置
「
B
記
」
の
記
述
を
も
と
に
し
た
｛
表
！
】
か
ら
、

一
揆
後
の
火
災
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
い
く
つ
か
の
特
徴
が
み
え
て
く
る
。

ま
ず
、
火
災
に
あ
っ
た
家
の
性
格
で
あ
る
。
【
表
1
】
の
「
火
災
の
場
所
」

を
み
る
と
、
火
災
が
発
生
、
あ
る
い
は
焼
失
し
た
屋
敷
に
つ
い
て
、
と
く
に

坂
梨
町
で
は
個
人
名
（
屋
号
）
の
レ
ベ
ル
ま
で
記
載
さ
れ
て
い
る
。
一
揆
後

に
合
計
六
回
も
火
災
に
あ
っ
た
藤
井
規
平
の
俵
屋
（
本
宅
）
は
、
坂
梨
町
の

富
裕
層
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
十
一
年
四
月
一
臼
に
火
災
に
あ
っ
た

市
原
家
は
、
阿
蘇
｝
揆
の
際
に
家
屋
を
激
し
く
打
ち
こ
わ
さ
れ
、
最
も
破
殿

被
害
が
重
い
「
一
等
被
害
」
の
認
定
を
、
県
か
ら
一
揆
後
に
認
定
さ
れ
て
い

①た
。
一
揆
で
打
ち
こ
わ
し
に
あ
っ
た
富
裕
層
な
ど
の
屋
敷
が
、
一
揆
の
後
に

も
火
災
で
被
害
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
同
年
三
月
十
二
日
に
出
火
し
た
［
内
牧
山
田
湯
浅
列
」
と
は
、
山

田
村
（
二
工
区
）
に
居
住
し
て
阿
蘇
一
揆
の
際
に
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
、
同
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

区
の
副
芦
長
・
用
掛
を
務
め
て
い
た
湯
浅
筆
墨
・
政
義
と
推
測
さ
れ
る
。
同

年
四
月
八
日
に
厩
が
焼
央
し
た
吉
田
常
熊
の
場
合
は
、
親
族
が
西
南
戦
争
の

際
に
探
偵
と
し
て
官
軍
に
協
力
し
た
た
め
、
「
賊
」
に
殺
害
さ
れ
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
③

経
験
を
有
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
戸
長
な
ど
の
役
人
層
や
官
権
力
に
協
力
的

な
人
び
と
も
火
災
に
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
阿
蘇
一
揆
の
後
も
依
然
と
し

て
、
窟
権
力
に
対
す
る
不
満
が
、
地
域
社
会
の
な
か
に
存
在
し
て
い
た
こ
と

が
推
察
さ
れ
る
。
前
述
し
た
、
～
揆
後
の
小
学
校
建
設
に
協
力
し
て
い
た
藤

井
規
平
の
屋
敷
が
た
び
た
び
火
災
に
あ
い
、
学
校
自
体
に
も
「
付
ケ
火
明
が

な
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
こ
う
し
た
理
解
を
裏
づ
け
る
も
の
だ
ろ
う
。

　
屋
敷
地
の
な
か
で
出
火
、
あ
る
い
は
焼
失
し
た
具
体
的
な
箇
所
に
つ
い
て

も
、
【
表
1
】
は
興
味
深
い
事
実
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
火
元
の
場
所
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の
記
述
が
あ
る
場
合
、
ほ
と
ん
ど
が
厩
（
馬
屋
、
ま
た
は
萱
ぐ
ら
）
な
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
火
災
自
体
の
性
格
に
か
か
わ
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る

が
、
こ
の
点
は
、
先
行
研
究
と
の
関
係
で
後
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
次
に
特
微
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
火
災
が
発
生
し
た
日
付
や
間
隔
で

あ
る
。
【
表
1
】
で
詳
し
く
確
認
す
る
と
、
旧
暦
で
七
月
十
五
日
の
孟
蘭
盆

に
あ
た
る
明
治
十
年
八
月
二
十
三
日
に
は
、
墓
参
し
て
仏
事
を
お
こ
な
っ
て

い
た
一
作
た
ち
が
、
町
内
で
の
火
災
の
発
生
で
い
ず
れ
も
帰
宅
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
【
表
1
】
を
み
る
と
火
災
は
、
二
日
連
続
あ
る
い
は

一
日
置
き
の
間
隔
で
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
非
常
に
多
い
。
こ
う
し
た
火
災

が
発
生
し
た
日
付
や
間
隔
な
ど
を
鑑
み
る
と
、
「
付
ケ
火
」
と
は
明
記
さ
れ

て
い
な
い
火
災
の
多
く
も
、
実
際
は
そ
れ
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え

よ
、
つ
。

　
さ
て
、
近
世
近
代
移
行
期
に
お
け
る
放
火
行
為
の
歴
史
的
意
義
を
、
民
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

運
動
と
の
関
係
で
体
系
的
に
位
置
づ
け
た
の
は
鶴
巻
孝
雄
で
あ
る
。
鶴
巻
は
、

明
治
十
年
代
の
青
森
県
で
頻
発
し
て
い
た
放
火
が
、
「
旧
来
の
悪
習
」
と
し

て
問
題
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
彼
は
当
該
期
の
放
火
の
意
義
に

つ
い
て
、
社
会
的
弱
者
の
民
衆
が
、
富
の
社
会
的
還
元
と
い
う
本
来
の
貴
務

（「

ｿ
義
」
）
を
果
た
さ
な
い
富
裕
層
に
対
し
て
お
こ
な
っ
た
、
近
世
以
来
の

制
裁
行
為
だ
と
評
価
し
た
。
そ
の
後
、
牧
原
憲
夫
や
大
川
啓
の
成
果
で
、
富

裕
層
た
ち
に
放
火
を
予
告
し
た
「
張
り
紙
」
な
ど
の
存
在
は
、
明
治
中
後
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ま
で
都
市
・
農
村
部
の
い
ず
れ
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
以
上
を
ま
と
め
る

と
放
火
行
為
と
は
、
近
世
・
近
代
の
地
域
社
会
で
富
の
社
会
的
還
元
を
富
裕

層
ら
に
促
し
た
、
民
衆
的
制
裁
の
一
つ
と
い
え
る
。

　
こ
う
し
た
理
解
に
、
近
世
史
研
究
の
側
か
ら
疑
義
を
証
す
る
の
が
須
田
努

　
　
⑥

で
あ
る
。
須
田
は
、
近
世
期
の
百
姓
一
揆
に
は
放
火
の
事
実
が
な
い
と
し
て
、

制
裁
と
し
て
の
放
火
を
十
九
世
紀
固
有
の
も
の
と
し
た
。
ま
た
須
田
は
、
類

焼
を
と
も
な
う
放
火
と
は
、
不
特
定
多
数
に
拡
散
す
る
暴
力
性
・
破
壊
性
を

元
来
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
十
九
世
紀
に
領
主
－
領
民
間
に
お
け
る
相
互
依

存
の
関
係
が
崩
壊
し
た
結
果
登
場
し
、
秩
父
事
件
ま
で
継
続
し
た
、
民
衆
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

門
逸
脱
的
実
践
行
為
」
と
位
置
づ
け
る
。
以
上
の
先
行
研
究
に
対
し
て
、
本

稿
の
分
析
結
果
か
ら
ど
の
よ
う
な
提
起
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
幕
末
期
か

ら
の
阿
蘇
谷
地
域
で
の
「
付
ケ
火
」
の
歴
史
性
を
ふ
ま
え
て
論
じ
よ
う
。

　
門
図
2
】
は
、
明
治
十
・
十
一
年
の
前
後
十
年
間
（
慶
応
二
年
か
ら
明
治

二
十
二
年
ま
で
。
但
し
、
明
治
元
・
二
年
は
欠
）
の
「
日
記
」
で
み
ら
れ
る

火
災
件
数
を
、
棒
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、
一
揆
後
の

明
治
十
・
十
一
年
が
、
他
の
時
期
と
比
べ
て
突
出
し
て
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
れ
で
は
、
幕
末
か
ら
明
治
二
十
年
代
に
か
け
て
「
付
ケ
火
」
の
発
生
は
、

一
揆
後
の
時
期
以
外
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
、
「
日
記
」

に
お
い
て
明
治
十
・
十
一
年
以
外
で
唯
一
、
「
付
ケ
火
」
の
記
述
が
み
ら
れ

る
の
が
、
一
揆
が
発
生
す
る
前
年
の
明
治
九
年
で
あ
る
。
【
図
2
】
か
ら
は
、
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【図2】　「日記」にみる慶応2年～明治22年の火災数
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同
年
は
四
件
の
火
災
件
数
が
確
認
さ
れ
る
が
、
「
日
記
」
の
同
年
六
月
十
日

条
に
は
、
被
害
が
一
五
軒
に
お
よ
ん
だ
坂
梨
町
で
の
火
災
の
発
生
が
、
同
じ

く
同
月
十
八
日
条
に
は
、
同
町
の
富
裕
層
で
あ
る
嶋
田
屋
が
「
付
ケ
火
」
に

あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
同
年
の
火
災
に
関
し
て
は
、
三
月
十
五

日
付
で
内
牧
警
察
の
出
張
警
部
か
ら
第
十
一
南
区
の
各
小
区
戸
長
中
宛
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

「
失
火
予
防
」
に
関
す
る
通
達
が
、
七
月
十
五
日
付
で
第
十
一
大
区
中
戸
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

惣
代
か
ら
県
令
安
岡
良
亮
宛
に
「
火
災
予
防
之
儀
二
六
伺
」
が
提
出
さ
れ
、

い
ず
れ
も
原
因
不
明
の
「
出
火
」
に
論
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
阿

蘇
郡
全
体
で
火
災
が
頻
発
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
三
月
の
通

達
で
は
火
災
の
発
生
場
所
に
つ
い
て
、
「
熟
レ
モ
火
計
ハ
不
詳
候
得
共
、
十

二
八
九
ハ
糟
屋
・
厩
6
発
火
之
．
趣
二
相
聞
」
と
記
し
て
い
る
。
火
元
の
多
く

は
「
厩
」
で
、
一
揆
後
の
火
災
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
治
九
年
の

そ
れ
も
「
付
ケ
火
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
「
付
ケ
火
」
は
、

一
揆
を
前
後
し
た
地
域
社
会
で
頻
発
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
阿
蘇
一
揆
で
は
、
例
外
的
に
「
放
火
犯
」
と
し
て
裁
か
れ
た
一
揆

参
加
者
五
名
が
存
在
し
た
が
、
一
揆
勢
は
全
体
と
し
て
「
盗
る
な
、
焼
く
な
、

殺
め
る
な
」
と
い
う
合
言
葉
の
も
と
、
堅
く
規
律
化
さ
れ
た
運
動
を
展
開
し

⑩た
。
一
揆
勢
は
、
富
裕
層
ら
の
家
屋
を
打
ち
こ
わ
し
て
も
、
火
を
つ
け
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
一
揆
と
い
う
集
団
行
動
で
は
、
放
火
は
自
律
的
に
抑
制
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
逆
に
一
揆
前
後
の
「
付
ケ
火
」
で
は
、
そ
の
主
体
は
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【図3】　近世後期熊本藩における惣庄屋の屋敷図
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「
集
団
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
個
」
に
あ
り
、
放
火
へ
の
抑
制
は
弱
か

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
幕
末
期
か
ら
の
状
況
、
あ
る
い
は
規
律
化
さ
れ
た
一

揆
と
は
異
な
り
、
　
揆
の
前
後
、
と
り
わ
け
～
揆
後
に
頻
発
し
た
「
付
ケ

火
」
と
は
、
須
田
努
が
指
摘
す
る
、
従
来
の
民
衆
運
動
か
ら
の
「
逸
脱
的
行

為
」
と
し
て
の
性
格
を
う
か
が
わ
せ
る
。
し
か
し
、
須
田
が
強
調
す
る
よ
う

に
放
火
と
は
、
果
た
し
て
暴
力
性
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
重
視
し
た
い
の
は
、
一
揆
後
の
火
災
で
、
出
火
し
た

冨
裕
層
の
屋
敷
地
内
の
具
体
的
な
箇
所
（
厩
な
ど
）
の
問
題
で
あ
る
。
【
図

3
】
は
、
近
世
後
期
熊
本
藩
で
惣
庄
屋
を
務
め
た
人
物
の
屋
敷
図
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
み
る
と
厩
の
位
櫨
は
住
居
空
間
の
母
屋
と
分
離
し
、
一
定
の
距
離
が

　
　
　
　
　
　
　
⑪

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
建
築
学
の
成
果
に
よ
る
と
、
阿
蘇
谷
地
域
の

伝
統
的
な
屋
敷
地
内
の
家
屋
配
置
で
は
、
敷
地
の
奥
行
の
広
狭
に
関
係
な
く
、

納
麗
（
か
つ
て
の
厩
・
牛
小
屋
）
は
南
面
す
る
母
屋
の
西
側
に
あ
っ
た
と
い

⑫う
。
つ
ま
り
、
【
図
3
】
で
の
厩
の
位
置
は
阿
蘇
谷
地
域
に
も
該
当
し
、
住

居
空
間
（
母
屋
）
と
厩
は
、
や
は
り
分
離
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
屋
敷
地
内
に
お
け
る
厩
の
位
置
を
確
認
す
れ
ば
、
厩
へ
の
放
火
と

は
、
住
居
空
間
に
危
害
を
加
え
る
目
的
の
も
の
で
は
な
く
、
鶴
巻
や
牧
原
ら

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
富
裕
層
に
富
の
社
会
的
還
元
を
求
め
る
、
制
裁
的
な

性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
貴
重
な
家
産
で
あ
る
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馬
や
厩
を
焼
か
れ
る
こ
と
は
、
冨
裕
層
た
ち
に
精
神
的
・
物
理
的
な
ダ
メ
ー

ジ
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
つ
け
ら
れ
た
火
が
風
向
き
な
ど
の
影
響
で
、
母

屋
に
類
焼
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
【
表
1
】
で
の
一
揆
後
の
火
災
で

散
見
さ
れ
る
、
数
軒
に
わ
た
る
世
帯
（
竈
）
の
類
焼
・
焼
失
と
い
う
事
例
は
、

須
田
が
述
べ
る
放
火
の
「
不
特
定
多
数
に
拡
散
す
る
危
険
性
」
に
通
じ
る
部

分
も
あ
る
。
だ
が
、
あ
え
て
住
居
空
間
自
体
に
は
火
を
つ
け
な
い
と
い
う
事

実
こ
そ
が
、
放
火
行
為
の
本
質
を
考
え
る
と
き
に
は
重
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
刑
法
学
の
成
果
に
よ
る
と
、
英
米
の
コ
モ
ン
ロ
ー
（
慣
習
法
）
で
の
「
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

火
」
の
定
義
は
“
住
居
に
火
を
つ
け
る
こ
と
”
で
あ
り
、
そ
の
定
義
に
即
す

れ
ば
、
一
揆
後
の
門
付
ケ
火
」
は
そ
も
そ
も
「
放
火
」
と
も
呼
べ
な
い
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
現
代
で
も
「
現
住
建
造
物
等
放
火
罪
」
に
お
け
る
住
居
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
判
断
に
つ
い
て
は
、
困
難
な
場
合
が
多
い
と
い
う
。
須
田
は
、
十
九
世
紀

に
放
火
が
登
場
す
る
こ
と
で
、
人
命
を
傷
つ
け
な
い
と
い
う
従
来
の
百
姓
一

揆
の
「
作
法
」
が
崩
壊
す
る
と
論
じ
る
が
、
「
付
ケ
火
」
の
具
体
的
な
現
場

を
確
認
す
れ
ば
、
む
し
ろ
「
逸
脱
的
行
為
」
に
お
い
て
も
、
人
命
に
配
慮
す

る
と
い
う
従
来
の
「
作
法
」
は
放
棄
さ
れ
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

管
見
の
限
り
、
一
揆
後
の
火
災
を
記
録
し
た
「
日
記
」
、
あ
る
い
は
行
政
史

料
群
の
い
ず
れ
に
も
、
火
災
に
よ
る
死
傷
者
に
関
す
る
記
述
が
ま
っ
た
く
み

ら
れ
な
い
事
実
は
、
か
か
る
論
者
の
解
釈
を
後
押
し
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
「
付
ケ
火
」
自
体
に
か
か
る
「
作
法
」
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、

一
揆
後
に
頻
発
し
た
火
災
が
、
地
域
社
会
に
大
き
な
混
迷
を
も
た
ら
し
た
こ

と
も
紛
れ
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
近
代
移
行
期
に
な
ぜ
阿
蘇
一
揆
は

発
生
し
、
一
揆
後
の
地
域
社
会
で
「
付
ケ
火
」
が
頻
発
す
る
事
態
に
な
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
近
代
移
行
期
に
お
け
る
一
揆
と
「
付
ケ
火
し
の

社
会
的
背
景
に
つ
い
て
探
る
こ
と
に
し
た
い
。

①
前
掲
『
西
南
の
役
と
熊
本
㎞
一
九
〇
ペ
ー
ジ
。

②
同
右
一
九
ニ
ペ
ー
ジ
。

③
水
野
書
B
一
八
一
ペ
ー
ジ
。

④
　
前
掲
鶴
巻
論
文
。

⑤
毒
茸
牧
原
書
、
前
掲
大
州
論
文
。

⑥
前
掲
須
田
『
「
悪
党
」
の
一
九
世
紀
㎞
、
同
「
語
ら
れ
る
手
段
と
し
て
の
暴
力
」
。

⑦
同
右
「
悪
党
」
の
一
九
世
紀
』
～
八
二
⊥
八
三
、
≡
三
ぺ
ー
ジ
。

⑧
「
明
治
九
年
一
月
起
布
告
編
冊
第
十
一
大
区
五
小
丘
」
（
阿
蘇
郡
小
国
町
教

　
育
委
員
会
所
蔵
）
。

⑨
「
明
治
九
年
諸
願
伺
届
編
冊
第
十
一
大
区
五
二
区
」
（
阿
蘇
郡
小
国
町
教
育

　
委
員
会
所
蔵
）
。

⑩
水
野
書
B
八
八
－
九
平
ペ
ー
ジ
。

⑪
建
築
学
の
大
岡
敏
昭
に
よ
る
と
、
近
世
に
お
け
る
屋
敷
の
建
築
は
藩
領
ご
と
で

　
相
違
し
て
お
り
（
同
『
江
戸
時
代
　
日
本
の
家
』
相
模
書
房
、
二
〇
～
一
年
）
、

　
さ
ら
に
厩
の
位
置
に
つ
い
て
山
森
芳
郎
の
成
果
も
ふ
ま
え
る
と
、
寒
冷
地
で
は
内

　
厩
舎
、
温
暖
地
で
は
外
厩
舎
に
あ
る
傾
向
が
わ
か
る
（
同
「
馬
屋
の
研
究
」
〔
日

　
本
建
築
学
会
『
学
術
講
演
梗
概
集
　
一
九
八
八
年
度
E
分
冊
』
、
～
九
八
八
年
〕
）
。

　
な
お
、
熊
本
藩
領
の
屋
敷
図
（
【
図
3
】
〉
は
、
藤
本
豊
治
氏
（
熊
本
大
学
文
学
都

　
附
属
永
青
文
庫
研
究
セ
ン
タ
ー
）
の
ご
教
示
を
え
た
。

⑫
別
所
匠
・
大
森
洋
子
「
阿
蘇
カ
ル
デ
ラ
内
に
立
地
す
る
農
村
集
落
の
屡
敷
地
の
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空
間
構
成
に
関
す
る
研
究
扁
（
四
日
本
建
築
学
会
九
州
支
部
研
究
報
告
㎞
五
三
、

　
○
｝
四
年
）
。

⑬
武
田
誠
明
放
火
罪
の
研
究
』
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
。

⑭
星
周
一
郎
魍
放
火
罪
の
理
論
㎞
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
。

四
　
一
揆
と
「
付
ケ
火
」
の
社
会
的
背
景

二

　
前
述
の
と
お
り
阿
蘇
一
揆
で
は
、
富
裕
層
や
役
人
層
へ
の
根
強
い
不
満
の

も
と
、
打
ち
こ
わ
し
を
と
も
な
っ
た
集
団
交
渉
が
展
開
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、

阿
蘇
｝
揆
は
西
南
戦
争
に
よ
る
官
軍
（
豊
後
口
警
視
隊
）
の
登
場
に
よ
っ
て

鎮
静
し
た
こ
と
も
あ
り
、
一
揆
の
後
も
地
域
社
会
に
は
、
官
権
力
や
そ
れ
に

協
力
的
な
富
裕
層
へ
の
不
満
が
存
在
し
続
け
て
い
た
。
こ
う
し
た
一
揆
や

「
付
ケ
火
」
の
発
生
に
つ
な
が
る
地
域
社
会
内
部
の
矛
盾
は
、
ど
の
よ
う
に

醸
成
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
近
年
進
展
し
て
い
る
熊
本
藩

　
　
　
　
①

研
究
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
近
世
後
期
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
た
阿
蘇
郡
の
展

開
を
、
藩
政
の
解
体
な
ど
当
該
期
特
有
の
問
題
を
意
識
し
つ
つ
論
じ
て
み
た

い
。

　
近
世
後
期
の
熊
本
藍
島
で
、
広
域
的
な
地
域
行
政
機
構
と
し
て
機
能
し
て

い
た
手
永
に
は
、
凶
荒
時
の
年
貢
補
て
ん
や
貧
民
救
済
な
ど
を
行
う
独
自
の

財
政
と
し
て
、
各
種
の
備
か
ら
な
る
会
所
官
銭
な
ど
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

吉
村
豊
雄
や
論
者
の
研
究
に
よ
る
と
、
手
永
の
責
任
者
で
あ
る
惣
庄
屋
た
ち

は
、
こ
う
し
た
財
政
や
富
裕
層
か
ら
の
献
金
（
寸
志
）
を
元
手
に
、
低
利
で

貧
農
の
借
財
の
立
て
替
え
や
質
地
の
請
戻
し
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、

富
裕
層
が
質
に
と
っ
た
貧
農
の
土
地
を
、
領
主
へ
の
寸
志
と
い
う
名
目
で
権

利
放
棄
す
る
こ
と
も
あ
り
（
捨
方
寸
志
）
、
そ
の
代
償
と
し
て
寸
志
を
お
こ

な
っ
た
富
裕
層
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
藩
か
ら
金
納
郷
士
と
し
て
の
格
が
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

え
ら
れ
た
。
捨
方
寸
志
を
斡
旋
し
た
の
は
、
惣
庄
屋
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手

永
財
政
や
金
納
郷
士
制
度
の
存
在
で
、
小
経
営
の
維
持
は
支
援
さ
れ
、
富
裕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

層
に
よ
る
大
規
模
な
土
地
集
積
は
抑
制
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
明
治
三
年
の
藩
政
改
革
で
手
永
制
度
は
解
体
さ
れ
、
会
所
官
銭

な
ど
の
財
源
（
後
に
郷
備
金
と
呼
ば
れ
る
）
は
州
庁
に
接
収
さ
れ
た
。
併
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

て
、
寸
志
・
在
御
家
人
制
度
も
廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
手
永
制
解
体
な
ど
の
結

果
、
旧
藩
時
代
と
比
べ
て
地
域
行
政
が
も
つ
貧
民
救
済
や
非
常
凶
荒
へ
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

応
力
は
著
し
く
低
下
す
る
。
明
治
十
二
年
の
狩
尾
区
域
（
阿
蘇
谷
地
域
）
で

の
連
合
村
会
議
で
は
、
備
荒
貯
蓄
の
新
設
が
議
案
と
し
て
提
出
さ
れ
る
が
、

旧
藩
時
代
に
地
方
役
人
の
経
験
を
も
つ
議
長
の
松
村
高
朝
は
、
「
旧
封
建
ノ

政
ハ
、
凶
年
備
・
貧
民
備
等
ノ
称
ア
リ
テ
、
毎
年
田
畑
二
課
シ
テ
蓄
穀
、
諸

度
ノ
凶
年
是
ヲ
以
テ
貧
民
ノ
飢
餓
ヲ
救
」
っ
て
い
た
が
、
「
維
新
ノ
世
理
右

等
ノ
備
穀
ヲ
廃
セ
ラ
レ
、
後
三
・
四
年
ヲ
経
テ
郷
備
金
ノ
設
ア
リ
ト
難
モ
、

若
国
申
凶
荒
ト
唱
フ
ル
時
ハ
、
郡
中
幾
千
ノ
人
員
二
当
算
ス
レ
ハ
実
二
些
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

可
歎
ノ
甚
シ
キ
者
也
」
と
発
言
し
て
い
る
。
松
村
は
、
凶
年
備
や
貧
民
備
な

ど
が
存
在
し
た
近
世
後
期
と
比
較
し
て
、
維
新
後
に
地
域
社
会
の
備
荒
貯
蓄
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農民一一揆後の「付ケ火」と近代移行期の地域秩序（今村）

が
弱
体
化
し
た
と
、
明
確
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
備
荒
貯
蓄
の
弱
体
化
は
、
明
治
十
年
の
阿
蘇
一
揆
の
発
生
要
因
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

つ
と
な
っ
た
。
一
揆
参
加
者
の
口
供
書
に
よ
る
と
、
阿
蘇
谷
地
域
の
小
野
田

村
（
二
小
区
）
で
は
明
治
十
年
二
月
末
に
「
村
方
窮
民
難
渋
」
の
た
め
、
有

志
た
ち
が
用
掛
を
通
じ
て
、
富
裕
層
か
ら
の
「
借
立
米
」
調
達
を
相
談
し
て

い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
借
立
米
に
関
す
る
｝
揆
参
加
者
の
供
述
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
「
窮
民
共
無
抵
当
ニ
テ
金
穀
借
用
ノ
節
ハ
、
村
役
共
ノ
証
印
ニ

テ
借
受
候
儀
、
昔
年
ハ
有
之
候
趣
兼
テ
承
り
居
候
間
、
敢
テ
不
都
合
ノ
節
ニ

モ
有
之
間
敷
ト
存
シ
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
旧
藩
時
代
の
手
永
・
村
を
媒

介
と
し
た
富
裕
層
か
ら
の
「
無
抵
当
」
で
の
金
穀
借
用
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
一
揆
参
加
者
た
ち
は
、
旧
藩
時
代
の
よ
う
な
行
政
機
構
を
通
じ
て

の
救
済
を
期
待
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
期
待
に
応
え
う
る
制

度
は
、
す
で
に
当
時
の
地
域
行
政
か
ら
失
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
他
に
も
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

揆
参
加
者
は
区
戸
長
ら
が
管
理
す
る
郷
備
金
の
争
奪
を
お
こ
な
う
な
ど
、
旧

藩
政
の
解
体
は
、
阿
蘇
一
揆
の
発
生
に
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
た
。

　
さ
ら
に
、
阿
蘇
郡
で
は
明
治
七
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
、
地
租
改
正
事
業
の

影
響
も
重
要
で
あ
る
。
近
世
期
の
熊
本
虚
無
で
は
無
年
季
的
質
地
請
戻
し
慣

行
が
存
在
し
て
い
た
が
、
こ
う
し
た
貧
農
層
に
有
利
な
側
面
を
も
つ
近
世
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

来
の
土
地
慣
行
は
、
地
租
改
正
事
業
の
過
程
で
否
定
さ
れ
て
い
く
。
次
に
あ

げ
る
史
料
は
、
地
租
改
正
事
業
が
進
行
す
る
最
中
の
、
明
治
九
年
当
時
の
阿

蘇
郡
の
世
相
を
う
か
が
わ
せ
て
く
れ
る
。

　
　
阿
蘇
坂
梨
冨
永
屋
へ
金
を
借
用
せ
ん
と
諾
し
ど
も
、
品
借
に
て
多
く
は

　
　
か
り
そ
ん
、
高
歩
を
恐
れ
て
し
り
そ
ぎ
、
三
と
せ
の
間
ハ
し
の
び
た
れ

　
　
ど
も
、
此
春
ハ
き
げ
ん
む
か
へ
の
か
れ
難
く
、
き
元
か
た
く
し
ぜ
ん
と

　
　
家
を
失
ひ
、
諸
領
を
失
、
身
を
騰
る
所
な
く
成
行
を
か
な
し
ミ
て

　
　
　
日
歩
に
出
さ
せ
し
事
の
始
り
の
、
元
に
簾
り
て
今
の
く
や
し
さ

　
　
　
只
や
り
ぬ
金
ハ
当
座
預
け
物
、
元
に
か
へ
せ
や
千
早
振
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
雄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
略
）

　
　
　
し
ん
ぽ
ふ
の
堤
を
蟻
に
や
ぶ
ら
れ
て
、
田
畑
も
今
ハ
流
し
ぬ
る
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
章
政
詠
草

　
こ
れ
は
、
阿
蘇
郡
尾
下
村
の
石
工
と
し
て
知
ら
れ
る
甲
斐
有
雄
の
備
忘
録

に
記
さ
れ
た
、
有
雄
本
人
ら
の
書
付
・
和
歌
で
あ
る
。
か
な
文
字
が
多
く
読

み
づ
ら
い
箇
所
も
あ
る
が
、
大
意
と
し
て
は
、
坂
梨
町
の
冨
永
屋
に
借
金
を

申
し
込
ん
だ
が
、
高
利
の
た
め
に
借
り
る
こ
と
が
で
き
ず
、
返
済
期
限
を
迎

え
た
同
年
春
に
、
自
ら
の
家
や
田
畑
を
手
放
す
こ
と
に
な
っ
た
人
物
に
つ
い

て
歎
い
た
も
の
で
あ
る
。
冨
永
屋
は
、
同
町
を
代
表
す
る
豊
後
街
道
沿
い
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

商
家
で
、
酒
造
業
や
質
屋
を
営
ん
で
い
た
富
裕
層
で
あ
る
。
牧
原
憲
夫
は
、

地
租
改
正
で
近
代
的
土
地
所
有
権
を
獲
得
し
た
富
裕
層
が
、
村
社
会
の
共
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

体
的
な
規
制
か
ら
解
放
さ
れ
て
「
私
欲
」
を
追
求
し
始
め
た
と
論
じ
る
が
、
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こ
の
史
料
か
ら
は
、
地
租
改
正
事
業
が
進
行
中
の
阿
蘇
郡
で
も
、
牧
原
の
指

摘
に
近
似
す
る
動
向
が
み
ら
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
旧
藩
政
の
鰐
体
に
よ
る
備
荒
貯
蓄
の
弱
体
化
、
さ
ら
に
前
述
の
よ
う
な
窩

裕
層
の
動
向
を
受
け
て
、
阿
蘇
一
揆
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
下
層
民
の
成

り
立
ち
は
、
し
だ
い
に
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、

阿
蘇
一
揆
に
お
い
て
一
揆
参
加
経
た
ち
は
、
富
裕
層
に
紺
す
る
集
団
交
渉
の

な
か
で
、
質
地
証
文
・
借
金
証
文
の
返
還
や
帳
消
し
を
強
く
要
求
し
て
い
る
。

　
廃
藩
置
県
後
、
地
域
社
会
・
行
政
の
備
荒
跡
蓄
や
「
御
印
」
の
喪
失
、
さ

ら
に
富
裕
磁
の
「
私
欲
縣
の
解
放
と
い
う
事
態
の
な
か
で
、
官
権
力
や
そ
れ

に
結
び
つ
く
と
み
な
さ
れ
た
窟
裕
層
へ
の
不
満
は
蓄
積
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
近
代
移
行
期
特
有
の
社
会
的
背
景
を
も
と
に
一
揆
は
発
生
し
、
さ

ら
に
　
揆
と
い
う
集
団
が
官
の
軍
事
力
を
前
に
解
体
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ

と
で
、
官
権
力
や
富
裕
層
へ
の
不
満
は
解
消
さ
れ
ず
に
増
幅
さ
れ
、
一
揆
後
、

「
個
」
に
よ
る
「
付
ケ
火
」
が
頻
発
す
る
事
態
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

①
前
掲
吉
村
他
編
『
熊
本
藩
の
地
域
社
会
と
行
政
㎞
。

②
吉
村
豊
雄
「
日
本
近
世
に
お
け
る
評
価
・
褒
賞
シ
ス
テ
ム
と
社
会
諸
階
層
」

　
（
同
右
吉
村
編
書
所
収
）
。

③
拙
稿
門
十
九
世
紀
熊
本
藩
領
の
地
域
行
政
機
構
と
剛
零
落
村
㎞
管
理
」
（
静
岡

　
大
学
『
人
文
論
集
』
六
三
－
二
、
二
〇
＝
二
年
）
。

④
『
新
熊
本
市
史
睡
通
史
編
第
四
巻
近
世
豆
（
熊
本
市
、
二
〇
〇
三
年
。
吉
村
豊

　
雄
執
筆
部
分
）
四
四
一
ニ
ペ
ー
ジ
。

⑤
拙
稿
「
近
世
後
期
藩
領
国
の
行
財
政
シ
ス
テ
ム
と
地
域
社
会
の
欄
成
立
鷺

　
（
『
歴
史
学
研
究
㎞
八
八
五
、
二
〇
一
一
年
）
。

⑥
前
掲
拙
稿
門
近
代
移
行
期
の
地
域
資
産
を
め
ぐ
る
宮
と
民
」
。

⑦
「
明
治
十
二
年
阿
蘇
郡
狩
尾
区
域
村
会
議
記
録
漏
（
『
阿
蘇
町
史
臨
第
三
野
史

　
料
編
〔
阿
蘇
町
、
二
〇
〇
四
年
〕
二
六
ニ
ベ
ー
ジ
〉
。

⑧
水
野
書
B
八
一
ペ
ー
ジ
。

⑨
前
掲
拙
稿
「
近
代
移
行
期
の
地
域
資
産
を
め
ぐ
る
官
と
民
」
。

⑩
三
澤
純
「
熊
本
藩
明
治
三
年
改
革
と
諸
美
嚢
の
動
向
」
（
長
野
遅
編
『
西
南
諸

　
藩
と
廃
藩
置
県
㎞
九
州
大
学
出
版
会
、
～
九
九
七
年
。
初
出
は
一
九
九
二
年
）
。

⑪
「
覚
（
県
か
ら
の
達
な
ど
）
」
（
阿
蘇
郡
高
森
町
瀬
井
家
所
蔵
晶
、
整
理
番
号
一

　
二
五
、
熊
本
県
文
化
企
画
課
松
橋
収
蔵
庫
所
蔵
）
。

⑫
前
掲
吉
村
明
証
制
下
の
村
と
在
豊
六
九
ペ
ー
ジ
。

⑬
　
前
掲
牧
原
書
七
四
…
七
六
ペ
ー
ジ
。

五
　
　
揆
後
の
地
域
秩
序
の
再
編
過
程

　
そ
れ
で
は
、
一
揆
で
破
た
ん
し
た
地
域
社
会
の
秩
序
は
、
多
発
す
る
「
付

ケ
火
」
を
経
た
後
、
ど
の
よ
う
に
回
復
・
再
編
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
一
揆
後
の
地
域
秩
序
の
再
編
過
程
を
、
一
揆
で
大
き
な
被
害
を

受
け
た
富
裕
層
、
一
揆
の
指
導
屡
で
あ
っ
た
中
下
層
民
、
一
揆
勢
の
多
数
を

占
め
、
「
付
ケ
火
」
に
深
く
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
下
層
民
、
と
い
う
地

域
住
民
諸
階
層
の
動
向
に
霞
配
り
し
な
が
ら
、
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
阿
蘇
｝
揆
の
終
息
後
、
地
域
社
会
で
火
災
が
多
発
し
て
い
た
最
中
で
あ
る

明
治
十
年
八
月
、
阿
蘇
谷
地
域
を
大
き
な
暴
風
爾
が
お
そ
っ
た
。
当
地
に
出
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農民一揆後の「付ケ火」と近代移行期の地域秩序（今村）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

張
中
の
県
官
が
権
令
（
富
岡
敬
明
）
に
あ
て
た
報
告
書
に
よ
る
と
、
坂
梨
町

で
は
、
風
雨
で
仮
歴
を
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
窮
民
た
ち
へ
の
対
応
が
喫
緊
の
課

題
と
な
っ
た
。
そ
の
際
、
戸
長
や
巡
査
と
と
も
に
、
「
該
地
有
志
之
輩
」
が

四
方
へ
奔
走
し
、
門
焚
諸
所
」
を
設
け
て
窮
民
ら
の
保
護
に
あ
た
っ
た
と
い

う
。
県
官
は
、
窮
民
の
た
め
に
尽
力
す
る
有
志
の
「
巨
魁
両
名
賑
を
賞
し
て

い
る
が
、
実
は
そ
の
両
名
と
は
、
一
揆
で
激
し
い
打
ち
こ
わ
し
（
　
等
被

害
）
を
受
け
た
、
同
町
の
富
裕
層
で
あ
る
菅
家
（
虎
屋
）
と
市
原
家
（
御
茶

　
　
　
　
　
②

屋
）
で
あ
っ
た
。
打
ち
こ
わ
し
の
衝
撃
か
ら
五
か
月
後
、
彼
ら
は
同
町
の
有

志
ら
の
中
核
と
な
っ
て
、
窮
民
の
救
済
に
従
事
し
て
い
た
。

　
前
述
の
と
お
り
阿
蘇
一
揆
で
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
民
費
負
担
の
増
大

や
階
層
間
の
矛
盾
も
大
き
な
発
生
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
課
題
な

ど
は
、
一
揆
後
の
地
域
社
会
で
ど
の
よ
う
に
調
整
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
が
、
一
揆
後
の
議
会
政
治
の
展
開
で
あ
る
。

　
明
治
十
一
年
十
一
月
、
阿
蘇
郡
（
第
十
一
大
愚
）
で
は
一
揆
後
の
地
域
社

会
の
運
営
を
め
ぐ
り
、
大
区
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
大
区
会
議
員
は
、
財
産

制
限
に
よ
ら
な
い
二
五
歳
か
ら
六
五
歳
ま
で
の
男
性
・
戸
主
一
般
か
ら
選
出

　
　
　
　
　
③

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
会
議
で
は
、
郷
備
金
に
関
す
る
詳
細
な
取
り
決
め
が

　
　
　
　
④

注
目
さ
れ
る
。
郷
備
金
は
、
前
述
の
よ
う
に
旧
熊
本
藩
時
代
の
手
永
財
政
に

由
来
す
る
資
産
で
あ
る
が
、
明
治
七
年
以
降
は
区
芦
長
に
よ
る
＝
兀
的
な
管

理
下
に
置
か
れ
、
郷
備
金
を
「
民
有
物
」
と
認
識
す
る
地
域
住
民
の
不
満
を

　
　
　
　
　
⑤

惹
起
し
て
い
た
。
一
揆
後
の
明
治
十
一
年
六
月
、
熊
本
県
は
良
書
金
の
取
り

扱
い
を
各
海
区
の
人
民
協
議
に
一
任
す
る
と
布
達
し
、
従
来
の
政
策
を
転
換

す
る
。
こ
れ
を
受
け
た
大
聖
会
議
で
は
、
警
備
金
取
り
扱
い
に
関
す
る
県
門

の
上
申
書
を
作
成
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
郷
備
金
を
第
九
国
立
銀
行
に
預

け
て
利
殖
を
は
か
る
、
そ
の
銀
行
の
利
子
金
で
各
学
校
費
を
補
助
す
る
、
な

　
　
　
　
　
　
　
⑥

ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
郷
戸
金
を
自
主
的
に
利
殖
し
、
そ
れ
で
大

区
内
で
の
民
費
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
地

域
住
民
の
負
担
軽
減
の
た
め
の
郷
備
金
運
用
方
法
を
定
め
る
こ
と
で
、
～
揆

で
破
た
ん
し
た
地
域
秩
序
の
回
復
を
は
か
る
意
図
が
推
察
さ
れ
る
。
熊
本
県

　
　
　
　
⑦

の
民
費
課
則
を
参
照
す
る
と
、
当
時
の
学
校
費
の
徴
収
方
法
は
地
券
代
価
と

芦
数
の
両
半
高
割
で
あ
っ
た
と
比
定
さ
れ
、
郷
備
金
に
よ
る
学
校
費
の
補
助

は
、
下
層
民
の
負
担
軽
減
に
も
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
地
方
三
新
法
の
施
行
後
で
あ
る
明
治
十
二
年
六
月
、
熊
本
県
は

「
町
村
会
規
内
構
町
村
聯
合
会
規
則
扁
を
布
達
し
、
各
地
で
町
村
会
の
開
設

　
　
　
　
　
⑧

が
進
め
ら
れ
た
。
同
年
八
月
、
阿
蘇
谷
地
域
の
狩
尾
区
域
で
も
連
合
村
会
議

が
開
催
さ
れ
た
が
、
注
目
す
べ
き
は
選
出
さ
れ
た
議
員
の
性
格
で
あ
る
。
彼

ら
は
、
町
村
内
に
一
年
以
上
居
住
し
、
不
動
産
を
有
す
る
満
二
五
歳
以
上
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

男
性
か
ら
選
出
さ
れ
て
い
る
が
、
【
表
2
】
の
議
員
一
覧
か
ら
わ
か
る
よ
う

に
、
全
議
員
三
三
名
の
う
ち
～
二
名
（
全
体
比
で
約
三
六
％
）
が
阿
蘇
一
揆

の
参
加
者
で
あ
る
。
彼
ら
の
多
く
は
、
一
揆
の
指
導
層
で
あ
っ
た
申
下
層
民
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門
表
2
】
　
明
治
十
二
年
八
月
阿
蘇
郡
狩
尾
区
域
村
会
議
員
の
一
覧

番
号

村
　
名

議
員
名

議
長

地
租
十
円
以
上
納
入
者
（
明
治
十
二
年
〉

族
　
籍

旧
身
分

明
治
初
年
の
社
会
的
地
位

発
言
回
数
　
（
注
）

一
揆
時
の
立
場

1

的
石
村

家
入
平
四
郎

平
　
民

1
回
㈹

2

赤
水
村

菊
池
長
作

○

平
　
民

1
回
鱒

3

狩
尾
村

早
瀬
倫
太
郎

平
　
民

1
園
㈹

4

狩
尾
村

坂
梨
平
次

○

無
禄
士
族
（
一
代
）

元
郷
士

5

赤
水
村

島
川
利
又

平
　
民

6

赤
水
村

日
田
三
次
郎

無
禄
士
族
（
貫
属
）
？
・

旧
陪
臣
？

1
回
図

7

車
帰
村

中
村
弥
一
郎

平
　
民

8

車
帰
村

岩
村
栄
七

平
　
民

9

赤
水
村

西
陶
久
平

平
　
民

3
回
㈲

10

車
帰
村

松
村
嘉
四
郎

平
　
民

1
回
岡

11

赤
水
村

日
吉
安
則

○

無
禄
士
族
（
貫
属
）
？

旧
陪
臣
？

1
回
岡

12

跡
ケ
瀬
村

下
原
善
七

平
　
民

1
回
側

13

赤
水
村

村
上
次
太
郎

平
　
民

14

狩
尾
村

阪
梨
有
七

平
　
民

15

車
帰
村

松
村
園
平

平
　
罠

2
圓
働

16

狩
尾
村

上
田
重
治

無
禄
士
族
（
貫
属
〉

旧
陪
臣

7
國
㈲

17

狩
尾
村

吉
良
増
蔵

平
　
艮

1
回
㈹

18

無
田
村

村
本
善
平

平
　
艮
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19

的
石
村

山
本
惣
七

○

平
民

参
加
（
附
和
随
行
）

20

狩
尾
村

坂
梨
甚
蔵

平
　
民

狩
尾
村
十
戸
長
（
明
治
十
年
）

12
�

参
加
（
破
殿
矯
屋
）

21

的
石
村

松
本
小
一
郎

平
　
民

16

�
A

参
加
（
附
和
随
行
）

22

狩
尾
村

佐
藤
勝
平

平
　
民

参
加
（
附
和
随
行
）

23

研
新
村

村
森
藤
次
郎

平
　
民

日
新
村
十
戸
長
（
明
治
十
年
）

3
回
㈲

農
民
一
揆
に
協
力

以

赤
永
村

中
田
作
蔵

平
　
民

参
加
（
附
和
随
行
）

25

跡
ケ
瀬
村

杉
嶋
源
次
郎

平
　
民

8
回
ゆ

参
加
（
附
和
随
行
）
？

26

狩
尾
村

吉
良
俊
吾

平
　
民

2
回
⑳

参
加
（
破
殿
糟
屋
）

27

狩
尾
村

山
本
勇
平

平
　
民

参
加
（
中
殿
矯
屋
）

28

的
石
村

山
本
彦
次
郎

平
　
民

19
�
曹
i

参
加
（
附
和
随
行
）

29

狩
尾
村

佐
藤
九
郎

無
禄
士
族
（
一
代
）

元
郷
士

2
回
⑩

参
加
（
附
和
随
行
）

30

一
無
田
村

村
本
武
入

平
　
昆

参
加
（
破
殿
焙
屋
）

31

日
新
村

松
永
常
四
郎

平
　
民

2
回
⑳

参
加
（
破
殿
矯
屋
）

認

日
新
村

高
橋
常
喜

無
禄
士
族
（
貫
属
）

旧
陪
臣

一
小
聴
手
掛
（
明
治
十
年
）

3
回
㈲

打
ち
こ
わ
し
被
害
（
一
等
）

33

赤
水
村

松
村
高
祖

○

○

無
禄
士
族
（
世
襲
）

元
郷
士

日
新
運
用
掛
（
明
治
十
年
）

打
ち
こ
わ
し
被
害
（
一
等
）

戸
長

狩
尾
村

河
瀬
有
綱

O

無
禄
士
族
（
世
襲
）

元
郷
士

的
石
村
用
掛
（
明
治
十
年
V

打
ち
こ
わ
し
被
害
（
三
等
）

書
記

赤
水
村

寺
西
徳
茂

○

無
禄
士
族
（
世
襲
）

元
郷
士

＊
「
明
治
十
二
年
　
阿
蘇
郡
狩
尾
区
域
村
会
議
記
録
」
（
『
阿
蘇
町
史
』
第
三
巻
史
料
編
入
五
九
一
二
七
七
ペ
ー
ジ
）
、
「
熊
本
県
兇
徒
犯
審
判
書
類
」
（
熊
本
地
方
検
察
庁
岩
蔵
）
、
「
明
治
十
二
年
　
布
告
編

　
冊
」
（
阿
蘇
郡
小
国
町
役
場
所
蔵
）
、
「
無
禄
名
録
　
第
十
一
大
学
」
（
県
政
資
料
八
一
一
一
七
、
熊
本
県
立
図
書
館
所
蔵
）
、
熊
本
女
子
大
学
郷
土
文
化
研
究
所
編
『
西
南
役
と
熊
本
』
（
国
書
刊
行
会
、
一

　
九
八
五
年
）
一
九
〇
－
一
九
一
ペ
ー
ジ
、
阿
蘇
町
教
育
委
員
会
編
『
資
料
阿
蘇
一
言
二
黒
（
阿
蘇
町
教
育
委
員
会
、
一
九
八
○
年
）
一
四
四
－
一
五
六
ペ
ー
ジ
か
ら
作
成
。
な
お
、
一
揆
参
加
者
は
網
掛

　
け
部
分
で
示
し
た
。

注
一
八
月
五
一
七
日
会
議
中
で
の
発
言
回
数
。
但
し
、
戸
長
・
議
長
に
よ
る
発
言
、
ま
た
“
意
見
に
同
意
”
な
ど
の
発
言
は
除
く
。
（
）
内
の
数
字
は
、
発
言
数
の
順
位
を
示
す
。
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と
想
定
さ
れ
る
が
、
…
揆
後
に
開
設
さ
れ
た
阿
蘇
郡
の
町
村
会
で
は
、
彼
ら

の
よ
う
な
一
揆
参
加
者
が
議
員
と
し
て
当
選
し
、
か
つ
て
集
団
交
渉
や
打
ち

こ
わ
し
を
お
こ
な
っ
た
富
裕
層
と
、
議
場
で
再
び
対
峙
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
薩
長
区
域
の
連
合
村
会
議
で
は
、
備
荒
貯
蓄
（
凶
年
備
）
の
新
設
と
い
う

意
見
書
が
、
議
長
の
松
村
高
朝
か
ら
提
出
さ
れ
た
。
松
村
は
、
一
揆
の
際
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

家
屋
を
激
し
く
打
ち
こ
わ
さ
れ
、
＝
等
被
害
」
を
受
け
た
人
物
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
⑪

会
議
の
議
事
録
を
み
る
と
、
凶
年
備
の
負
担
方
法
を
め
ぐ
っ
て
、
所
有
す
る

土
地
な
ど
の
不
動
産
を
基
準
に
す
べ
き
と
い
う
松
村
ら
の
意
見
と
、
戸
ご
と

に
貧
富
の
等
級
を
設
定
し
て
賦
課
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
、
対
立
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
後
者
の
意
見
を
支
持
し
た
五
名

全
て
（
佐
藤
勝
・
杉
嶋
・
吉
良
・
山
本
・
佐
藤
九
）
が
、
　
揆
参
加
者
で
あ

っ
た
事
実
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
、
議
員
の
多
数
決
で
前
者
の
意
見
が
採
用

さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
採
決
後
に
も
一
揆
参
加
者
で
あ
る
的
石
村
の
山

本
彦
次
郎
（
【
表
2
】
の
2
8
番
）
が
、
「
利
子
金
耳
ミ
ニ
シ
テ
富
、
商
法
ヲ
為

シ
テ
殖
ル
者
こ
課
セ
サ
ル
時
ハ
不
公
平
也
」
と
、
多
く
の
後
産
を
蓄
積
し
た

「
富
家
」
へ
の
賦
課
を
主
張
し
、
「
冨
家
」
に
は
着
々
の
見
込
み
で
課
金
す

る
こ
と
が
追
加
で
決
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
【
表
2
】
の
「
発
言
回
数
」
か
ら

わ
か
る
よ
う
に
、
議
会
で
積
極
的
に
発
言
し
た
の
は
、
そ
の
多
く
が
～
揆
参

加
者
で
あ
っ
た
。
彼
ら
中
下
層
民
は
、
議
会
で
の
議
論
を
リ
ー
ド
し
、
富
裕

層
に
よ
り
多
く
の
負
担
を
要
求
す
る
こ
と
で
、
階
層
間
の
矛
盾
の
是
正
を
は

か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
一
揆
参
加
を
経
験
し
た
議
員

か
ら
は
、
的
石
村
の
松
本
小
一
郎
（
【
表
2
】
の
2
1
番
）
の
よ
う
に
、
明
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

中
後
期
に
は
郡
会
議
員
に
ま
で
当
選
す
る
人
物
も
生
ま
れ
て
い
っ
た
。

　
さ
て
、
明
治
初
年
の
学
校
を
め
ぐ
っ
て
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
学
校
費

負
担
の
増
加
が
、
阿
蘇
～
揆
の
発
生
要
因
の
一
つ
と
な
り
、
一
揆
後
に
は
学

校
自
体
が
「
付
ケ
火
」
の
対
象
に
も
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
り
わ
け

坂
梨
町
・
宮
地
町
の
富
裕
層
は
、
一
揆
で
破
た
ん
し
た
地
域
社
会
の
秩
序
回

復
を
は
か
る
柱
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
後
も
学
校
教
育
を
重
視
し
続
け
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
学
校
教
育
の
振
興
に
よ
っ
て
、
下
層
民
ら
が
一
揆
や
「
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ケ
火
」
を
お
こ
な
う
こ
と
を
防
ぐ
意
図
も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
～
揆
後
の
地
域
社
会
に
お
い
て
、
果
た
し
て
学
校
の
存
在
意

義
は
変
化
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
揆
後
に
家
屋
が
合
計
六
回
も
の
火
災
に
あ

っ
た
藤
井
規
平
（
俵
屋
）
は
、
明
治
十
一
年
三
月
の
隆
成
学
校
の
建
設
に
尽

力
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
も
同
校
の
校
務
係
や
坂
梨
町
の
学
務
委
員
を
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

任
す
る
な
ど
、
学
校
教
育
の
振
興
に
努
め
た
。
ま
た
、
明
治
十
六
年
以
降
の

宮
地
町
で
は
、
前
年
二
月
に
熊
本
区
相
撲
町
で
開
校
し
た
済
々
欝
（
佐
々
友

房
が
創
立
者
）
を
モ
デ
ル
と
し
た
、
私
学
の
含
章
饗
を
設
立
し
よ
う
と
す
る

動
き
が
、
富
裕
層
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
含
章
饗
の
開
校
資
金
は
、
地
域
社
会
の
有
志
に
よ
る
出
金
で
調
達
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

い
る
。
そ
の
学
校
資
金
台
帳
に
記
さ
れ
て
い
る
有
志
の
名
前
と
出
金
し
た
額
、
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【
表
3
】
　
「
明
治
十
六
年
　
親
睦
会
学
校
資
金
台
帳
　
宮
地
中
通
」
に
見
る
出
金
者
一
覧

番
号

入
　
名

出
資
金
額

地
租
十
円
以
上
納
税
者
（
明
治
十
二
年
）

農
民
一
揆
の
際
の
行
動

鉄
道
建
設
に
貢
献
（
注
）

備
　
考

被
害
側

役
職
名

加
害
側

1

栗
林
藤
一
郎

一
五
〇
円

○
（
養
父
桂
蔵
）

○
（
一
等
被
害
）

○

2

佐
伯
水
門

四
五
円

○

○
（
一
等
被
害
）

3

家
入
勝
三
郎

三
円

○
（
一
等
被
害
）

三
小
聖
用
掛

4

宮
川
経
延

一
五
円

○

○
（
一
等
被
害
）

三
小
止
用
掛

5

井
手
義
敬

四
〇
円

○

○
（
三
等
被
害
）

三
小
止
副
戸
長

○

6

宮
川
直
衛

三
円

○
（
二
等
被
害
）

三
小
里
用
掛

7

黒
田
小
平
太

四
〇
円

○

○

三
孝
区
戸
長

8

井
手
義
武

一
五
円

○

○
（
附
和
随
行
）

9

宮
川
猛
熊

一
五
円

○

○
（
附
和
随
行
）

○

10

山
口
久
喜

一
円
五
〇
銭

○
（
破
殿
矯
屋
）
久
記
か

11

宮
用
経
貞

一
〇
円

○
（
附
和
随
行
）

12

山
口
唯
喜

二
円

○
（
破
殿
絡
屋
）
只
喜
か

13

山
口
末
高

六
円

○
（
附
和
随
行
）

14

小
山
弥
七

一
〇
円

○
（
附
和
随
行
）

15

佐
伯
操

三
円
五
〇
銭

○
（
附
和
随
行
）

16

井
手
才
一
郎

一
五
円

○

○
（
附
和
随
行
）

17

家
入
惟
重

三
〇
円

○

O
（
附
和
随
行
）

18

山
部
伊
十
郎

三
円

．
○
（
附
和
随
行
）

死
亡
に
よ
る
線
引
き
有
り

19

家
入
伴
孝

四
五
円

○

○
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20

野
尻
惟
則

一
五
円

○

21

岩
下
農
夫
也

四
〇
円

○

○

22

北
村
杏
春

一
〇
円

○

23

宮
川
猪
喜

一
〇
円

24

吉
田
十
平

一
〇
円

25

高
宮
為
一
良

六
円

26

宮
川
浅

三
円

27

宮
川
駿
蔵

五
円

28

野
中
与
吉

一二

~

29

今
村
家
重

三
円

30

鳥
井
浅
平

五
円

31

村
田
兵
記

五
円

32

内
田
甚
九
郎

六
円

33

室
豊
平

六
円

34

山
口
新
作

六
円

○

35

村
山
伊
賀
蔵

三
円

36

迫
牧
太
郎

六
円

37

嘉
悦
庄
太
郎

一二

~

38

宮
川
又
雄

三
円

39

田
中
文
郁

六
円

40

宮
川
経
任

　
○
円

41

瀬
田
清
三
郎

三
円
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52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42

川
野
幸
一
郎

菅
杏
郎

中
罵
太
郎

宮
川
長
記

緒
方
吉
平

山
口
真
志
津

市
原
武
正

田
罵
敬
之

小
山
陸
次

野
尻
真
平

坂
梨
弥
四
郎

五
円 一

五
円

三
円

三
円

五
円

二
円

三
円

三
〇
円

二
五
円

三
〇
円

六
円

○ ○

○

×
印
有
り

＊
　
門
明
治
十
六
年
　
親
睦
会
学
校
資
金
台
帳
　
宮
地
中
通
」
（
阿
蘇
市
栗
林
家
文
轡
、
阿
蘇
市
教
育
委
員
会
所
蔵
）
、
「
明
治
十
二
年
　
布
吉
編
冊
」
（
阿
蘇
郡
小
国
町
役
場
所
蔵
）
、
熊
本
女
子
大
学
郷
土
文

　
化
研
究
所
編
『
西
南
の
役
と
熊
本
』
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
）
一
八
九
－
一
九
ニ
ペ
…
ジ
、
門
熊
本
県
兇
徒
犯
審
判
書
類
」
（
熊
本
地
方
検
察
庁
旧
蔵
）
、
門
九
州
日
饅
新
聞
」
大
正
七
年
一
月
二
六
日

　
号
よ
り
作
成
。
な
お
、
網
掛
け
部
分
は
一
揆
参
加
者
を
示
し
た
。

注
目
阿
蘇
郡
に
お
け
る
鉄
道
誘
致
運
動
に
尽
力
し
た
入
物
た
ち
の
一
覧
（
門
九
州
日
日
新
聞
」
大
正
七
年
　
月
二
十
六
日
号
）
に
、
記
載
が
あ
る
人
物
。

そ
し
て
彼
ら
の
一
揆
時
な
ど
の
行
動
を
ま
と
め
た
の
が
【
表
3
】
で
あ
る
。

こ
の
表
を
み
る
と
、
ま
ず
一
揆
で
打
ち
こ
わ
し
の
被
害
を
受
け
た
富
裕
層
が
、

栗
林
家
の
一
五
〇
円
に
及
ぶ
出
金
を
筆
頭
に
、
多
額
の
出
資
を
お
こ
な
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
阿
蘇
一
揆
で
指
導
層
で

あ
っ
た
中
下
層
民
た
ち
と
想
定
さ
れ
る
加
害
者
側
も
、
学
校
設
立
の
た
め
出

金
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
～
揆
時
の
立
場
を
こ
え
た
出
金
と
い

う
事
実
は
、
一
揆
や
「
付
ケ
火
扁
の
対
象
と
さ
れ
た
時
期
を
経
て
、
学
校
教

育
の
意
義
が
地
域
社
会
で
＝
疋
の
公
認
を
得
は
じ
め
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

学
校
教
育
の
振
興
に
取
り
組
む
富
裕
層
が
、
資
力
に
応
じ
て
多
額
の
私
財
を

出
資
す
る
こ
と
で
、
　
揆
参
加
者
で
あ
っ
た
中
下
層
民
も
ま
た
、
富
裕
層
た

ち
と
歩
調
を
あ
わ
せ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
坂
梨
町
で
も
、
隆
成
学

校
か
ら
改
称
し
た
坂
梨
尋
常
小
学
校
に
対
し
て
、
明
治
三
十
五
年
に
菅
家
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（
虎
屡
）
や
市
原
家
（
御
茶
屡
）
に
よ
っ
て
学
校
林
の
建
設
が
な
さ
れ
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

四
十
「
年
に
は
菅
家
よ
り
㎝
○
○
○
円
の
学
校
資
金
が
寄
付
さ
れ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
一
揆
後
の
地
域
社
会
で
は
、
富
裕
層
が
中
下
層
民
と
協

同
し
て
学
校
教
育
の
振
興
に
取
り
組
み
、
そ
の
な
か
で
多
額
の
私
財
を
拠
出

し
た
。
こ
う
し
た
富
裕
層
の
行
動
も
あ
っ
て
、
地
域
社
会
に
お
け
る
学
校
教

育
は
、
し
だ
い
に
そ
の
存
在
意
義
を
公
認
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
中
後
期
に
な
る
と
学
校
を
媒
介
と
し
た
富
裕
層
に
よ
る
私
財
の
提
供
は

よ
り
活
発
化
し
、
そ
れ
は
ま
さ
に
「
社
会
貢
献
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い

く
。
有
産
者
が
地
域
社
会
全
体
の
利
益
の
た
め
に
多
く
の
負
担
を
お
こ
な
う

と
い
う
有
産
者
秩
序
は
、
阿
蘇
谷
地
域
の
場
合
、
一
揆
な
ら
び
に
そ
の
後
の

「
付
ケ
火
」
頻
発
と
い
う
、
具
体
的
な
民
衆
運
動
を
包
括
し
た
地
域
社
会
の

展
開
を
経
て
、
定
着
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

①
「
事
変
西
爾
難
役
・
雑
書
六
」
（
前
掲
門
西
南
の
役
と
熊
本
融
一
九
七
－
九
九

　
ペ
ー
ジ
）
。

②
幣
掲
『
坂
梨
校
百
年
誌
㎞
三
ニ
ペ
ー
ジ
。

③
拙
稿
「
明
治
九
年
熊
本
県
民
会
捷
し
（
魍
熊
本
歴
史
科
学
研
究
会
会
報
』
五
五
、

　
二
〇
〇
四
年
）
。

④
「
明
治
十
　
年
会
議
録
第
拾
壱
工
区
」
（
阿
蘇
市
栗
林
家
文
書
、
目
録
番
号

　
一
〇
四
、
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
）
。

⑤
慾
掲
拙
稿
「
近
代
移
行
期
の
地
域
資
産
を
め
ぐ
る
官
と
民
」
。

⑥
前
掲
「
明
治
十
一
年
会
議
録
第
拾
壱
大
区
」
。

⑦
点
薬
熊
本
市
史
㎞
史
料
編
第
六
巻
近
代
1
（
熊
本
市
、
一
九
九
七
年
）
エ
～
二

　
1
二
二
五
ペ
ー
ジ
。

⑧
『
新
熊
本
市
史
輪
通
史
編
第
五
巻
近
代
1
（
熊
本
市
、
二
〇
〇
一
年
）
七
～
九

　
i
七
二
〇
ペ
ー
ジ
。

⑨
同
右
七
二
〇
ペ
ー
ジ
。

⑩
前
掲
隅
西
南
の
役
と
熊
本
』
一
九
〇
ペ
ー
ジ
。

⑪
　
前
掲
「
明
治
十
二
年
　
阿
蘇
郡
狩
尾
区
域
村
会
議
記
録
」
。

⑫
熊
本
県
教
育
会
阿
蘇
郡
支
会
編
纂
㎎
阿
蘇
郡
一
幅
（
名
著
出
版
、
～
九
七
三
年
、

　
復
刻
版
）
二
二
ニ
ー
二
二
九
ぺ
！
ジ
に
は
、
第
～
期
（
明
治
二
十
九
年
八
月
）
か

　
ら
第
七
期
（
大
正
九
年
一
月
）
ま
で
の
郡
会
議
員
一
覧
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、

　
松
本
は
第
六
期
（
大
正
四
年
十
月
）
に
当
選
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
第
～
期
に
当

　
選
の
渡
辺
吉
住
も
、
阿
蘇
～
揆
の
参
加
経
験
を
も
つ
。

⑬
一
揆
の
発
生
原
因
を
民
衆
の
無
知
無
学
さ
に
求
め
、
再
発
防
止
の
観
点
か
ら
教

　
育
の
振
興
を
は
か
る
考
え
は
、
明
治
初
年
の
知
識
人
膚
に
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

　
贋
治
二
（
一
八
六
九
）
年
十
一
月
に
摂
津
三
田
藩
で
は
農
民
～
揆
が
発
生
す
る
が
、

　
藩
主
九
鬼
隆
義
と
親
交
の
あ
っ
た
福
二
諭
吉
は
、
賑
治
三
年
二
月
十
五
日
付
の
九

　
鬼
宛
書
簡
で
、
「
彼
等
之
挙
動
ハ
大
抵
是
等
之
拙
策
戸
出
候
義
、
無
知
無
学
之
致

　
す
処
、
如
何
と
も
す
べ
か
ら
ず
。
今
此
貧
民
を
救
わ
ん
の
策
ハ
、
金
を
与
る
よ
り

　
も
、
知
恵
を
附
与
す
る
方
可
然
哉
二
奉
存
候
」
（
慶
恋
義
塾
編
『
製
革
諭
吉
書
簡

　
集
㎞
第
一
巻
〔
岩
波
嘗
店
、
二
〇
〇
一
年
〕
）
と
、
一
揆
後
の
教
育
振
興
の
必
要

　
性
を
強
調
し
て
い
る
。
実
際
、
坂
梨
町
の
隆
成
小
学
校
で
使
用
さ
れ
た
教
科
書
に

　
は
、
明
治
十
～
－
十
三
年
刊
行
の
『
覇
洋
品
行
論
㎞
（
ス
マ
イ
ル
ズ
蓑
・
中
村
正

　
直
訳
）
全
一
工
冊
な
ど
、
西
洋
思
想
に
基
づ
く
教
育
実
践
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の

　
が
多
く
存
在
す
る
（
翌
の
宮
町
史
　
史
料
霞
録
』
鶯
の
宮
町
教
育
委
員
会
、
二

　
〇
〇
二
年
〕
五
一
一
五
ニ
ペ
ー
ジ
）
。

⑭
藤
井
和
洋
編
『
藤
井
家
系
譜
甑
（
私
家
版
、
～
九
九
四
年
）
六
九
－
七
〇
ペ
ー

　
ジ
。

⑮
門
明
治
十
六
年
親
睦
会
学
校
資
金
台
帳
宮
地
」
（
阿
蘇
柴
栗
林
家
文
書
、
阿
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蘇
市
教
育
委
員
会
所
蔵
）
。

⑯
前
掲
『
坂
梨
校
百
年
誌
』

一二

黷
P
　
二
ニ
ペ
；
ジ
。

六
　
近
代
地
域
社
会
に
お
け
る
「
付
ケ
火
」
と
富
裕
雇

　
最
後
に
、
阿
蘇
…
揆
の
直
後
に
頻
発
し
た
「
付
ケ
火
」
の
そ
の
後
の
展
開

と
、
そ
れ
や
一
揆
の
記
憶
が
窟
裕
層
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
に
つ

い
て
考
察
し
た
い
。

　
明
治
十
年
代
の
熊
本
県
で
は
、
松
方
デ
フ
レ
の
影
響
で
明
治
十
五
年
末
か

ら
米
価
の
下
落
が
は
じ
ま
り
、
貧
民
の
増
加
や
窃
盗
な
ど
犯
罪
の
急
増
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

新
聞
紙
上
で
大
き
く
取
り
沙
汰
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
松
方
デ
フ
レ
の
影
響

は
、
阿
蘇
郡
で
も
例
外
で
は
な
い
。
翌
冬
で
は
、
明
治
十
二
年
時
に
地
租
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

○
円
以
上
納
税
者
が
一
〇
三
三
人
で
あ
っ
た
が
、
十
八
年
時
に
は
五
八
六
入

ま
で
減
少
し
て
お
り
（
十
二
年
時
と
比
べ
て
約
四
三
％
の
減
少
）
、
土
地
所

有
の
点
で
急
激
な
階
層
分
化
が
進
行
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
か
か
る
事
態
を

考
慮
す
る
と
、
窟
裕
層
に
富
の
再
分
配
を
要
求
し
た
「
付
ケ
火
」
が
、
当
時

の
阿
蘇
郡
で
再
び
お
こ
っ
た
可
能
性
が
、
容
易
に
推
測
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
実

際
、
明
治
十
六
年
四
月
の
小
国
郷
で
の
連
合
村
会
議
で
は
、
「
失
火
」
の
多

発
を
受
け
て
、
次
の
よ
う
な
取
り
決
め
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
㎜
明
治
∴
1
⊥
ハ
な
†
四
月
↓
1
一
m
只
稜
勲
日

　
　
一
、
火
ノ
元
入
念
候
様
ト
ノ
義
ハ
追
々
相
達
置
候
処
、
近
来
失
火
之
多

　
　
　
　
キ
事
実
二
可
驚
之
次
第
ニ
テ
、
火
起
ハ
悉
ク
書
家
ヨ
リ
発
火
、
原

　
　
　
　
因
相
分
不
申
、
盗
賊
等
ノ
所
業
ト
モ
相
見
不
通
、
到
底
不
注
意
ヨ

　
　
　
　
リ
ト
被
考
、
為
二
家
産
ヲ
失
候
次
第
二
三
、
此
際
火
用
心
弥
以
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
　
　
意
有
之
、
火
番
廻
等
｝
際
厳
重
二
致
候
様
取
計
可
申
候

　
こ
の
史
料
か
ら
は
、
当
時
の
小
国
郷
で
「
馬
家
」
（
厩
）
を
火
光
と
す
る

原
因
不
明
の
火
災
が
、
「
換
言
」
ほ
ど
発
生
し
て
い
た
事
実
が
わ
か
る
。
史

料
で
は
、
火
災
の
発
生
を
家
人
の
「
不
注
意
扁
に
よ
る
も
の
と
論
じ
る
が
、

火
元
が
「
王
家
」
で
あ
る
点
か
ら
、
そ
れ
が
「
付
ケ
火
」
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
こ
と
は
書
う
ま
で
も
な
い
。
松
方
デ
フ
レ
期
の
小
国
郷
で
は
、
や
は
り

「
付
ケ
火
」
が
多
発
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
莇
亡
し
た
【
図
2
】
を
み
る
と
、
慣
日
記
」
で
の
火
災
件
数
は

一
揆
直
後
の
明
治
十
・
十
一
年
を
ピ
ー
ク
に
、
そ
の
後
の
明
治
十
年
代
で
は
、

ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
松
方
デ
フ
レ
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
藤

井
一
作
が
居
住
す
る
坂
梨
町
周
辺
で
の
火
災
発
生
は
確
認
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
一
揆
直
後
の
状
況
と
比
べ
た
と
き
非
常
に
興
味
深
い
。
松
方

デ
フ
レ
期
の
坂
梨
町
で
は
、
富
裕
層
に
よ
る
何
ら
か
の
富
の
再
分
配
措
置
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
富
裕
層
ら
の
対
応
な
ど
の
条
件
で
、

「
付
ケ
火
」
の
状
況
に
は
地
域
差
が
生
じ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
明
治
二
十
年
代
の
「
付
ケ
火
し
に
対
す
る
社

会
の
認
識
で
あ
る
。
明
治
二
十
～
年
二
月
に
は
、
阿
蘇
谷
地
域
の
内
牧
村
に
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お
け
る
「
放
火
流
行
」
を
報
じ
た
、
次
の
新
聞
記
事
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。

　
　
○
阿
蘇
通
信
（
～
月
三
十
日
発
）
　
放
火
流
行
　
阿
蘇
郡
内
牧
村
に
は

　
　
昨
冬
来
追
々
市
内
に
放
火
を
な
す
も
の
あ
り
て
、
殊
に
客
年
十
～
月
十

　
　
六
日
・
本
月
廿
八
日
の
両
夜
は
消
防
の
事
な
く
遂
に
数
戸
を
延
焼
せ
り
、

右
は
何
等
の
所
為
に
や
判
然
せ
ざ
れ
と
も
、
同
村
に
て
は
近
年
一
個
の

　
　
悪
風
あ
り
て
、
非
道
の
高
利
貸
を
な
す
も
の
あ
る
よ
り
、
窪
田
の
爪
牙

　
　
に
罹
り
し
も
の
・
の
憤
感
の
所
業
に
や
、
高
利
貸
の
家
は
何
れ
の
夜
に

　
　
焼
払
う
へ
し
杯
と
無
名
の
張
り
紙
を
な
す
こ
と
も
度
々
あ
り
て
、
前
記

　
　
廿
八
日
の
夜
の
如
き
は
二
ヶ
所
に
放
火
せ
し
も
一
ヶ
所
は
幸
ひ
に
大
事

　
　
に
至
ら
ざ
り
き
、
然
る
に
右
一
ヶ
所
の
罹
災
者
の
如
き
は
素
よ
り
平
生

　
　
貸
方
等
を
な
す
も
の
に
も
あ
ら
ず
、
其
他
近
隣
も
皆
農
家
の
み
に
て
、

　
　
多
く
は
貸
す
よ
り
借
る
も
の
・
み
な
る
に
何
の
為
に
す
る
処
あ
り
て
然

　
　
　
　
　
⑤

　
　
る
に
や
…

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
放
火
と
い
う
行
為
と
は
、
「
非
道
の
高
利
貸
」
の

被
害
に
あ
っ
た
債
務
者
が
そ
の
門
憤
愚
」
か
ら
お
こ
な
う
も
の
、
と
解
釈
さ

れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
（
棒
線
部
）
。
近
年
の
内
牧
村
で
は
、
そ
う
し
た
放

火
が
＝
個
の
悪
風
」
と
し
て
定
着
し
て
い
る
と
い
う
。
さ
ら
に
記
事
の
後

半
で
は
、
一
月
二
十
八
日
の
放
火
で
の
罹
災
者
が
金
貸
し
で
は
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
火
災
の
被
害
に
あ
っ
た
こ
と
を
同
情
的
に
論
及
し
て
い
る
。
以

上
の
記
事
か
ら
は
、
近
隣
で
放
火
が
発
生
し
た
場
合
、
た
と
え
被
害
を
免
れ

た
と
し
て
も
、
放
火
発
生
と
い
う
事
実
自
体
が
、
富
裕
層
（
高
利
貸
）
の
社

会
的
責
任
を
問
う
も
の
に
な
り
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
放
火
を
も

た
ら
し
た
原
因
と
認
識
さ
れ
た
場
合
、
富
裕
層
は
自
ら
の
行
動
に
対
す
る
自

省
を
、
地
域
社
会
か
ら
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
富
裕
層
と
、
小
作
入
と
の
関
係
を
象
徴
的
に
示
す
の
が
、
後
年

の
明
治
三
十
年
代
後
半
に
作
成
さ
れ
た
、
「
町
村
是
」
に
お
け
る
「
地
主
と

小
作
人
の
関
係
」
で
あ
る
。
「
村
落
」
が
、
村
政
を
担
う
富
裕
層
を
中
心
に

作
成
さ
れ
、
ま
た
文
章
自
体
も
郡
単
位
な
ど
で
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ
た
箇
所

が
多
い
点
な
ど
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
阿
蘇
郡
で
特
徴
的
な

の
は
、
そ
の
多
く
に
「
徳
義
扁
の
文
言
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
一

揆
直
後
に
「
付
ケ
火
」
が
横
行
し
た
、
坂
梨
村
の
「
村
是
」
（
明
治
三
十
五

年
作
成
）
に
よ
る
と
、
同
村
の
地
主
・
小
作
入
の
関
係
で
は
「
徳
義
の
制

裁
」
が
重
ん
じ
ら
れ
、
地
主
側
は
多
額
の
費
用
を
必
要
と
す
る
小
作
地
の

畦
・
堤
防
の
修
繕
や
殺
虫
剤
の
費
用
負
担
、
凶
作
時
の
小
作
料
減
免
や
中
等

以
下
の
畑
地
で
の
折
半
小
作
を
お
こ
な
い
、
ゆ
え
に
小
作
人
側
も
納
期
に
滞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

幽
す
る
こ
と
は
稀
で
、
両
者
間
で
の
紛
争
も
な
か
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、

富
裕
層
（
地
主
）
は
小
作
人
に
対
し
て
、
「
徳
義
」
の
名
の
も
と
に
富
の
社

会
的
還
元
や
、
凶
作
時
の
リ
ス
ク
を
負
担
し
、
小
作
入
も
そ
れ
に
応
じ
て
い

た
の
で
あ
る
。
口
伝
に
よ
れ
ば
、
明
治
中
期
以
降
、
多
数
の
小
作
人
を
有
し

た
大
地
主
の
宮
地
町
の
栗
林
家
（
角
屋
）
、
坂
梨
町
の
菅
家
（
虎
屋
）
の
生
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活
は
、
倹
約
・
勤
勉
・
謙
譲
な
ど
の
通
俗
道
徳
的
な
規
範
に
基
づ
き
、
年
に

～
度
は
小
作
入
を
自
宅
に
招
き
、
彼
ら
を
上
座
に
置
き
酒
食
を
ふ
る
ま
っ
た

　
　
⑦

と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
「
徳
義
」
を
重
ん
じ
、
通
俗
道
徳
的
で
あ
っ
た
富
裕
層
の
行

動
の
有
力
な
背
景
に
は
、
地
域
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
自
意
識
と
と
も
に
、
地

域
社
会
か
ら
求
め
ら
れ
た
門
あ
る
べ
き
富
裕
者
」
像
を
破
っ
た
と
き
に
向
け

ら
れ
る
、
自
宅
へ
の
打
ち
こ
わ
し
や
「
付
ケ
火
」
へ
の
危
惧
が
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
実
際
、
阿
蘇
一
揆
で
打
ち
こ
わ
し
に
あ
っ
た
富
裕
層
の
家
屋
で

は
、
一
揆
の
際
に
錠
な
ど
で
傷
つ
け
ら
れ
た
柱
が
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
後
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ま
で
残
さ
れ
て
い
た
事
例
が
多
い
。
こ
れ
は
、
富
裕
層
が
か
つ
て
の
一
揆
で

受
け
た
不
名
誉
な
制
裁
を
記
憶
す
る
象
徴
と
し
て
、
地
域
住
民
へ
の
反
省
的

な
意
味
を
込
め
、
あ
え
て
残
し
続
け
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
「
付
ケ
火
」
自
体
は
暴
力
・
殺
傷
を
国
的
と
し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
が
、
火
災
で
家
産
を
失
う
こ
と
は
富
裕
層
に
と
っ
て
大
き
な
物
理
的
・

精
神
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
す
も
の
で
、
か
つ
前
述
し
た
よ
う
に
、
地
域

社
会
か
ら
は
批
判
的
な
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
か
ね
な
か
っ
た
。
何
よ
り
、

「
家
を
焼
く
」
と
い
う
制
裁
を
受
け
る
こ
と
で
、
地
域
社
会
で
の
彼
ら
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

誉
は
大
き
く
傷
つ
け
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
…
揆
と
そ
の
直
後
に
「
付
ケ
火
」
の

頻
発
を
経
験
し
た
算
額
層
は
、
そ
の
忘
れ
が
た
い
記
憶
と
と
も
に
、
依
然
と

し
て
地
域
社
会
に
潜
在
し
続
け
る
「
付
ケ
火
」
の
存
在
に
よ
っ
て
、
以
後
も

行
動
を
規
律
化
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

①
前
掲
『
新
熊
本
市
史
』
通
史
毛
筆
五
巻
八
五
九
－
八
八
七
ペ
ー
ジ
。

②
「
明
治
十
二
年
布
岩
編
冊
」
（
阿
蘇
郡
小
国
町
教
育
委
員
会
所
蔵
）
。

③
「
尾
崎
議
官
出
張
二
二
取
調
轡
類
二
明
治
十
八
年
」
（
公
文
類
纂
三
七
－
二
、

　
熊
本
県
立
図
書
館
所
蔵
）
。

④
「
明
治
十
六
年
四
月
当
代
会
議
｝
巻
富
原
村
列
役
場
」
（
阿
蘇
郡
小
国
町
教

　
育
委
員
会
所
蔵
）
。

⑤
「
九
州
日
日
新
聞
」
明
治
二
十
一
年
二
月
三
日
号
。
長
谷
川
栄
子
氏
の
ご
教
示

　
に
よ
る
。

⑥
　
「
阿
蘇
郡
坂
梨
村
是
」
（
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
附
属
日
本
経
済
統
計
情
報
セ
ン

　
タ
i
所
蔵
『
郡
是
・
町
村
是
資
料
マ
イ
ク
ロ
版
集
成
　
熊
本
県
－
二
㎞
丸
善
、
～

　
九
九
九
年
）
。

⑦
平
成
十
五
年
十
一
月
、
嘉
悦
渉
氏
（
旧
～
の
宮
町
史
編
纂
室
事
務
局
長
）
か
ら

　
聞
き
取
り
。

⑧
例
え
ば
、
水
野
轡
B
九
五
ペ
ー
ジ
、
隅
阿
蘇
町
史
㎞
第
一
巻
通
史
編
（
阿
蘇
町
、

　
二
〇
〇
四
年
）
四
四
六
ペ
ー
ジ
な
ど
。

⑨
申
世
社
会
の
事
例
で
あ
る
が
、
犯
罪
者
の
住
宅
は
す
べ
て
焼
却
す
べ
き
と
さ
れ
、

　
実
際
に
住
宅
放
火
が
行
わ
れ
て
い
た
事
実
は
、
本
稿
で
の
「
付
ケ
火
」
被
害
者
の

　
心
性
を
考
え
る
上
で
も
示
峻
的
で
あ
る
（
勝
俣
鎮
央
「
中
世
の
家
と
住
宅
検
断
」

　
〔
同
『
中
世
社
会
の
基
層
を
さ
ぐ
る
魅
山
川
出
版
社
、
一
　
〇
一
一
年
〕
）
。
こ
の
点

　
に
但
し
て
は
、
湯
之
上
灘
氏
の
ご
教
示
を
得
た
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
明
治
十
年
の
阿
蘇
一
揆
終
息
直
後
の
社
会
状
況
を
明
ら
か
に

し
、
そ
こ
で
横
行
し
た
「
付
ケ
火
」
の
歴
史
的
性
格
や
、
一
揆
型
の
運
動
を
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経
た
近
代
移
行
期
の
地
域
秩
序
の
展
開
過
程
を
論
じ
た
。
最
後
に
、
本
稿
で

明
ら
か
に
し
た
成
果
と
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
た
展
望
を
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。

　
一
揆
が
終
息
し
た
直
後
の
阿
蘇
谷
地
域
は
、
非
常
に
不
安
定
な
社
会
状
況

に
置
か
れ
て
い
た
。
　
｝
揆
の
再
発
を
恐
れ
て
、
富
裕
層
や
村
役
人
た
ち
は
自

宅
に
す
ら
戻
れ
な
い
状
況
が
続
き
、
さ
ら
に
不
可
解
な
火
災
（
「
付
ケ
出
世
）

の
頻
発
に
よ
っ
て
、
地
域
社
会
の
混
迷
は
深
ま
っ
て
い
た
。
明
治
十
・
十
一

年
の
「
付
ケ
火
」
被
害
の
多
く
は
、
官
権
力
と
の
親
和
性
が
強
い
役
人
層
や

富
裕
層
の
自
宅
で
あ
り
、
当
該
期
に
は
前
後
の
時
期
と
比
べ
て
も
異
常
な
数

の
火
災
が
発
生
し
た
。
「
付
ケ
火
」
は
、
そ
れ
以
前
の
時
期
や
阿
蘇
一
揆
の

際
に
は
、
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
、
宮
権
力
へ
の
強
い
不
満
を

示
す
と
と
も
に
、
地
域
社
会
の
寓
話
層
に
対
し
て
蜜
の
肥
壷
的
還
元
を
要
求

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
～
見
す
る
と
規
律
化
さ
れ
た
民
衆
運
動
か

ら
の
「
逸
脱
的
行
為
」
に
み
え
る
「
付
ケ
評
し
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
火
元
と

さ
れ
た
場
所
（
厩
）
は
、
住
居
空
間
（
母
屋
）
と
は
一
定
の
距
離
が
あ
り
、

暴
力
や
殺
傷
を
目
的
と
し
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
人
命
に
配
慮
し
た
地
域
社

会
に
お
け
る
制
裁
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
。
す
で
に
、
日
本
近
世
の

民
衆
が
す
べ
て
の
武
器
を
領
主
権
力
に
没
収
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
民

衆
た
ち
は
刀
や
鉄
砲
な
ど
を
手
元
に
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
使
用
を
か
た
く
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

制
し
て
い
た
事
実
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
「
付
ケ
火
」

も
ま
た
、
そ
の
根
底
で
は
近
世
の
民
衆
運
動
が
有
し
た
「
人
命
を
傷
つ
け
な

い
」
と
い
う
「
作
法
」
を
、
と
り
わ
け
地
域
社
会
の
内
部
で
継
承
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
②

も
の
と
評
価
で
き
る
。

　
ま
た
、
一
揆
や
「
付
ケ
火
」
の
被
害
に
遭
っ
た
富
裕
層
は
、
一
揆
後
の
地

域
社
会
で
富
の
社
会
的
還
元
を
積
極
的
に
お
こ
な
い
、
一
方
で
一
揆
を
指
導

し
た
中
下
層
民
た
ち
も
、
議
会
政
治
の
展
開
の
な
か
で
「
政
治
復
帰
」
を
遂

げ
て
、
町
村
議
会
の
場
で
富
裕
層
と
対
峙
し
た
。
さ
ら
に
明
治
十
年
代
後
半

に
な
る
と
、
富
裕
層
と
隷
下
済
民
の
協
同
の
も
と
学
校
教
育
の
振
興
が
は
か

ら
れ
、
有
産
者
が
地
域
社
会
全
体
の
利
益
の
た
め
に
多
く
の
負
担
を
お
こ
な

う
と
い
う
、
近
代
的
な
有
産
者
秩
序
が
機
能
・
定
着
し
て
い
っ
た
。
明
治
維

新
に
よ
り
藩
政
が
解
体
さ
れ
、
い
っ
た
ん
は
憲
界
層
に
よ
る
「
私
欲
」
が
解

放
さ
れ
た
の
だ
が
、
阿
蘇
一
揆
な
ら
び
に
一
揆
直
後
の
「
付
ケ
火
」
を
経
験

す
る
こ
と
で
、
富
裕
層
た
ち
は
地
域
社
会
に
お
け
る
富
の
社
会
的
還
元
や

「
徳
義
」
の
重
要
性
を
認
識
し
、
そ
の
後
も
彼
ら
の
行
動
は
規
律
化
さ
れ
て

い
っ
た
。
こ
う
し
た
窟
裕
屡
を
中
核
と
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
温
情
主
義
」
的

な
地
域
秩
序
は
、
中
林
真
幸
が
指
摘
す
る
よ
・
γ
に
、
労
働
過
剰
社
会
か
ら
労

働
稀
少
社
会
へ
移
行
し
、
従
来
の
農
村
社
会
秩
序
が
動
揺
す
る
第
一
次
世
界

　
　
③

大
戦
後
ま
で
は
、
少
な
く
と
も
継
続
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
農
民
一
揆
が
「
敗
北
了
し
て
、
一
揆
型
の
運
動
が
事
実
上
不
可

能
に
な
っ
た
後
も
、
「
勝
者
」
側
に
あ
る
富
裕
層
の
強
圧
的
な
地
域
支
配
が

可
能
に
な
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
富
裕
層
は
、
一
揆
後
も
潜
在
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し
続
け
る
「
付
ケ
火
」
の
よ
う
な
民
衆
運
動
の
も
と
、
地
域
社
会
で
「
名
望

家
」
た
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

①
例
え
ば
、
藤
木
久
志
『
刀
狩
り
』
（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
五
年
）
。

②
こ
の
点
は
、
比
較
史
的
に
み
た
近
世
・
近
代
日
本
の
民
衆
運
動
の
特
質
を
考
え

　
る
上
で
、
重
要
な
論
点
と
な
ろ
う
。
中
国
史
研
究
者
の
小
林
一
美
は
、
世
直
し
一

　
揆
を
含
ん
だ
江
戸
時
代
の
百
姓
一
揆
を
、
明
清
中
国
に
お
け
る
反
乱
・
騒
擾
と
比

　
較
し
た
場
合
、
そ
の
小
規
模
さ
と
律
儀
さ
に
驚
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
、
興
味

　
深
い
指
摘
を
行
っ
て
い
る
（
岡
「
日
本
と
中
国
の
團
家
・
社
会
・
文
化
の
比
較
史

　
的
考
察
」
〔
神
奈
川
大
掌
人
文
学
研
究
所
編
噸
歴
史
と
文
学
の
境
界
師
勤
草
書
房
、

　
二
〇
〇
三
年
掛
）
。

③
申
林
真
幸
「
日
本
資
本
主
義
論
争
」
（
杉
山
伸
也
編
魍
岩
波
講
座
「
帝
国
刷
目

　
本
の
学
知
　
第
二
巻
　
「
帝
国
」
の
経
済
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
。

［
付
記
］
　
本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
嘉
悦
渉
氏
・
西
原
重
氏
・
長
谷
川
栄
子
氏
・

藤
本
豊
治
氏
・
水
野
公
寿
氏
・
湯
之
上
程
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
宋
筆
な
が
ら

深
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
稿
は
二
〇
一
二
～
一
四
年
度
の
日
本
学
術
振
興
会

科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
B
）
に
よ
る
成
果
の
～
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
静
岡
大
学
入
文
社
会
科
学
部
准
教
授
）

農民一一川明のf付ケ火」と近代移行期の地域秩序（今村）
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　　　　Incidents　of　Arson，　Tsukebi，　Following　Peasant　lkki　and

Local　Social　Order　during　the　Transition　to　the　Modern　Period：

　　　　　　　　The　Case　of　Aso－gun　in　Kumamoto　Prefecture

by

IMAMURA　Naoki

　　Research　on　people’s　movements　in　early　rnodern　and　modern　Japan　is　a

field　of　history　that　boasts　a　vast　number　of　research　studies　that　have　been

composed　from　the　pre－war　period　uRtil　today．　Nevertheless，　in　comparison

to　studies　dealing　with　the　movements　themselves　such　as　ihki　and　popular

disturbances，　the　number　of　studies　focusing　on　the　situation　after　aR　ikhi　or

similar　event　had　subsided　has　been　extremely　limited．　ln　this　article，　I

consider　the　problem　of　how　order　in　villages　and　｝ocal　societies　that　had

been　shattered　in　ihki　and　simi｝ar　events　was　restored　and　reorganized，

chiefly　examining　the　character　of　a　local　society　after　an　ikki．　The　specific

object　of　my　analysis　is　Aso　couBty　in　Kumamoto　prefecture，　where　a　large－

scale　peasant漁ゴ（known　as　the　Aso搬のoccurred　in　Me圭ji　lO（1877）．　First，　I

elucidate　the　circumstances　of　local　society　immediately　after　the　ikki　had

subsided　and　the　nature　of　the　frequent　incidents　of　arson，　tsukebi，　that

occurred　durlng　the　period．　Next，　1　trace　the　process　of　reorganization　of

local　society　during　the　period　of　transition　from　the　early　modern　to　the

modern　period　and　consider　the　historical　significance　thereof．　This　effort

will　likely　be　significant　in　producing　a　portrait　of　a　local　society　that

showed　‘continuity’　before　aRd　after　the　ikki．　ln　addition，　regarding　recent

studies　of　acts　of　arson　during　the　period　of　transition　to　modernity，　there

has　been　a　tendency　to　emphasize　its　‘deviation’　from　modern　people’s

movements　and　its　‘violence，　’　but　in　this　article　1　make　a　critical　evaluation

of　this　position　by　carefully　examining　the　reality　of　tsukebi．

　　In　Aso－gun　immediately　after　the　ikki　had　subsided，　the　situation　remained

unstable　as　many　village　officiais　who　had　been　harmed　during　the　ikki

hoped　to　resign　their　posts　and　the　wealthy　class　who　had　also　suffered

injury　were　unable　to　return　to　their　homes．　Furthermore，　when　the

authorities　began　arrests　for　participation　in　the　ikki，　inexplicable　fires
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（tsukebi）　targeting　the　homes　of　village　officials　and　the　wealthy　class

frequently　erupted　thereafter　and　lasted　for　more　than　a　year．　As　such

tsukebi　had　seldom　been　seen　prior　or　during　the　Aso　il〈ki，　they　indicate　a

strong　dissatisfaction　with　government　authorities　and　those　associated　with

them　and　also　a　demand　on　the　wealthy　for　a　social　restoration　of　the　wealth

of　local　society．　However，　these　tsukebi　that　seem　at　first　g｝ance　to　be

“deviant　acts”　that　departed　from　the　modern　people’s　movement　that　had

grown　orderly，　were　not　intended　to　incite　violence　or　cause　bodily　harm　as

the　sites　（stables）　that　are　thought　to　be　the　origin　of　the　fires　were　spatially

removed　from　the　living　space，　the　moya，　and　they　instead　showed

consideration　for　human　iife　and　their　character　was　that　of　a　check　on　local

society．

　　Thereafter，　the　wealthy　who　had　suffered　from　the　tsukebi　and　the　Aso

ikki　became　actively　involved　restoring　social　wealth　in　projects　to　help　the

poor　and　the　like　in　local　society　after　the　ikki．　On　the　other　hand，　the

middle　and　lower　class　members　who　had　once　been　the　leaders　of　the　ikki

made　a　political　return　with　the　development　of　the　local　legislatures　under

the　new　system　of　three　branches　of　government　where　they　opposed　the

wealthy　iR　the　legislative　arena．　Moreover，　in　the　latter　half　of　the　decade　of

Meiji　IO，　public　school　education　was　promoted　with　the　cooperation　of

wealthy　and　rniddle　and　lower　class　in　Aso－gun，　the　productive　sectors

shared　many　burdens　for　the　benefit　of　all　in　loca｝　society，　and　the　modern

social　order　of　productive　classes　began　to　function　and　became　fixed．　With

the　abolition　of　feudal　domains　as　a　result　of　the　Meiji　Restoration，　restraints

on　‘垂窒奄魔≠狽?　desire’　of　the　wea｝thy　class　were　loosened　for　a　time，　but　with　the

experience　of　the　Aso　ikki　and　the　tsukebi　immediately　thereafter，　the

wealthy　class　recogRized　the　importance　of　justice　and　social　restoratioR　of

wealth　in　local　society　and　thereafter　their　actions　became　more　restrained．

It　can　be　surmised　that　the　so－called　“moderation”　of　local　society，　whose

core　was　the　wealthy　class，　continued　at　least　until　the　end　of　the　First

World　War．

　　In　short，　although　peasant　ikki　had　met　with　“defeat”　and　thereafter　ikki－

like　movements　become　impossible　after　Meiji　10，　it　was　clearly　not　the　case

that　an　overbearing　rule　by　the　wealthy　“vlctors”’　over　local　society　had

become　possible．　Under　the　people’s　movernent　in　which　tsukebi　lingered　in

latent　form　after　the　ikki，　the　wealthy　class　had　to　learn　to　act　as

“distinguished　leading　families”　in　local　society．
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